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１．議事日程 

  〔平成２８年第２回安芸高田市議会６月定例会第６日目〕 

 

                             平成２８年 ６月１５日 

                             午 前 １ ０ 時 開 会 

                             於  安芸高田市議場 

 

日程第１  会議録署名議員の指名 

日程第２  議案第55号 平成28年度安芸高田市一般会計補正予算（第１号） 

日程第３  議案第56号 平成28年度安芸高田市国民健康保険特別会計補正予算（第１ 

            号） 

日程第４  議案第57号 平成28年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事業特別会計補 

            正予算（第１号） 

日程第５  議案第58号 平成28年度安芸高田市簡易水道事業特別会計補正予算（第１ 

            号） 

日程第６  議案第59号 平成28年度安芸高田市水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第７  一般質問 

 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１８名） 

    １番    玉 重 輝 吉     ２番    玉 井 直 子 

    ３番    久 保 慶 子     ４番    下 岡 多美枝 

    ５番    前 重 昌 敬     ６番    石 飛 慶 久 

    ７番    児 玉 史 則     ８番    大 下 正 幸 

    ９番    水 戸 眞 悟    １０番    先 川 和 幸 

   １１番    熊 高 昌 三    １２番    宍 戸 邦 夫 

   １３番    秋 田 雅 朝    １４番    塚 本   近 

   １５番    藤 井 昌 之    １６番    金 行 哲 昭 

   １７番    青 原 敏 治    １８番    山 本   優 

 

 

３．欠席議員は次のとおりである（なし） 

 

 

４．会議録署名議員 

   １１番    熊 高 昌 三    １２番    宍 戸 邦 夫 

 

 

５．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２１名） 

  市 長  浜 田 一 義  副 市 長  竹 本 峰 昭 

  教 育 長  永 井 初 男  総 務 部 長  杉 安 明 彦 
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  企 画 振興 部 長  西 岡 保 典  市 民 部 長  小笠原 義 和 

  福祉保健部長兼福祉事務所長  可愛川 實知則  産 業 振興 部 長  清 水   勝 

  産業振興部特命担当部長  山 平   修  建設部長兼公営企業部長  伊 藤 良 治 

  教 育 次 長  叶 丸 一 雅  消 防 長  久 保 高 憲 

  会 計 管 理 者  広 瀬 信 之  八 千 代支 所 長  佐々木 早百合 

  美 土 里支 所 長  毛 利 幹 夫  高 宮 支 所 長  中 谷 文 彦 

  甲 田 支 所 長  小 玉   勝  向 原 支 所 長  神 岡 眞 信 

  総 務 課 長  土 井 実貴男  財 政 課 長  河 本 圭 司 

  政 策 企画 課 長  猪 掛 公 詩 

 

 

６．職務のため議場に出席した事務局の職氏名（４名） 

  事 務 局 長  外 輪 勇 三  事 務 局 次 長  森 岡 雅 昭 

  総 務 係 長  國 岡 浩 祐  専 門 員  大 足 龍 利 
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～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時００分 開会 

○山 本 議 長  おはようございます。 

 定刻になりました。 

 ただいまの出席議員は18名でございます。 

 定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 日程に入るに先立ち、議会事務局長より諸般の報告をいたさせます。 

 外輪事務局長。 

○外輪事務局長  諸般の報告をいたします。 

 市長より本定例会に説明員として追加で出席委任する者の職氏名一覧

表が提出されております。写しをお手元に配付しておりますので、御了

承ください。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○山 本 議 長  以上をもって諸般の報告を終わります。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

      日程第１ 会議録署名議員の指名 

○山 本 議 長  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第86条の規定により議長において、11番 

熊高昌三君、及び12番 宍戸邦夫君を指名いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

      日程第２ 議案第55号 平成28年度安芸高田市一般会計補正予算（第1号） 

      日程第３ 議案第56号 平成28年度安芸高田市国民健康保険特別会計補正予 

                 算（第1号） 

      日程第４ 議案第57号 平成28年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事業 

                 特別会計補正予算（第1号） 

      日程第５ 議案第58号 平成28年度安芸高田市簡易水道事業特別会計補正予 

                 算（第1号） 

      日程第６ 議案第59号 平成28年度安芸高田市水道事業会計補正予算（第1 

                 号） 

○山 本 議 長  日程第2、議案第55号「平成28年度安芸高田市一般会計補正予算（第1

号）」の件から、日程第6、議案第59号「平成28年度安芸高田市水道事

業会計補正予算（第1号）」の件までの5件を一括して議題といたします。 

 本案5件は、予算決算常任委員会に付託されておりましたので、委員

長から審査結果の報告を求めます。 

 予算決算常任委員長 金行哲昭君。 

○金行予算決算常任委員長  おはようございます。 

 予算決算常任委員会、報告をいたします。 

 平成28年6月10日付で本委員会に付託されました、議案第55号から、

議案第59号までの5議案の審査結果を報告いたします。 

 付託されました議案につきまして、6月13日及び14日の2日間、予算決
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算常任委員会を開き、市長、副市長、教育長、並びに関係部局の部課長

等の出席を求め、慎重に審査いたしました。 

 このたびの補正予算は、先の市長選挙に伴い、平成28年度当初予算で

組まれていた骨格予算へ政策的な予算を肉づけする予算が主なもので、

通常の補正予算を含めて編成されております。 

 予算規模は、一般会計が当初予算の182億9,300万円の骨格予算に肉づ

け予算として10億5,920万8,000円を追加し、通常補正予算額の3億9,541

万4,000円の増額を含め、トータルで歳入歳出の総額を197億4,762万

2,000円とするものであります。 

 特別会計では、全体で、総額114億2,611万6,000円の骨格予算に肉づ

け予算として、国民健康保険特別会計が251万7,000円、特定環境保全公

共下水道事業特別会計が4,290万円、簡易水道事業特別会計が1,373万

4,000円と増額となり、特別会計全体で総額114億8,526万7,000円となっ

ております。 

 水道事業会計の補正予算は、水道ビジョン策定業務の委託料600万円

の計上に伴い、予備費等の予算同額を減額するものとなっております。 

 一般会計の審査を通じて出された特徴的な質疑とその答弁は次のとお

りです。 

 総務部の審査におきまして、委員より、「市内高等学校教育振興補助

金は市内の2校が対象で、具体的な内容は各校に任されていることにな

るのか。」との質疑があり、執行部より、「市内の2校が対象で、特色

のある学校教育活動に対する助成であり、学力向上の取り組みに活用し

ていただきたい。」との答弁がありました。 

 企画振興部の審査におきまして、委員より、「ふるさと納税寄附金を

より多く募るため、使途の明確化や他市との差別化はどのように図られ

るのか。」との質疑があり、執行部より、「6事業に分け、寄附を募っ

ているが、使途の明確化の検討は今後も重ねる。重要なのは、他市でも

申し込みの約8割がインターネット経由であることから、まずはポータ

ルサイトによる申し込みやクレジット決済を可能にするなど、利便性の

向上を図りたい。また記念品のラインナップを豊富にする取り組みも行

いたい。」との答弁がありました。 

 市民部の審査におきまして、委員より、「マイナンバーカードの受け

取りの利便性向上のため、土曜日曜と平日延長の窓口設置をしているが、

どのような体制にされているのか。」との質疑があり、執行部より、

「土日は、本庁が3名から4名体制とし、各支所は2名体制で対応してい

る。平日の時間外については、体制に応じて複数名の配置を予定してい

る。」との答弁がありました。 

 福祉保健部の審査におきまして、委員より、「在宅福祉事業は、モデ

ル地区を対象に高齢者の実態調査を行うと説明があったが、モデル地区

はどの地域で、生活支援員は何名となるのか。」との質疑があり、執行

部より、「この事業は、準備、協議が整った地区から試験的に取りかか
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っていきたい。本年度は2地区を想定し、甲田町高田原地区が現在協議

中である。残る地区はまだ協議を始めていないが、高齢者の状況、社会

資源の状況などを総合的に勘案して選定したい。また、生活支援員の配

置は、それぞれ1名を予定している。」との答弁がありました。 

 産業振興部の審査におきまして、委員より、「大都市プロモーション

事業補助金は、過去の神楽東京公演等の経済効果を含めた具体的な効果

を検証して、市民に説明する必要があるが、神楽門前湯治村の集客数が

ふえ、一定の効果は出ている。しかし、加工販売部門が伸びておらず、

特産品等の販売強化の結果が出てないが、どう受けとめて、いつまでに

結果を出していく予定なのか。」との質疑があり、執行部より、「神楽

東京公演については、商工業、観光振興の面で経済効果の検証を進めて

いき、特産品等販売強化事業については、今年度、安芸高田市をもっと

アピールできるお土産品の開発に力を入れ、強化していきたいと考えて

いる。」との答弁がありました。 

 建設部の審査におきまして、委員より、「ＪＲ線対策工事費で向原駅

のエレベーターを更新されているが、稼働時間の改善はされているの

か。」との質疑があり、執行部より、「更新後のエレベーターはタイマ

ーによる管理が可能となるため、ＪＲが運行する時間帯に合わせて稼働

することができる。」との答弁がありました。また、委員より、「老朽

住宅解体除去補助金には上限額があるのか。」との質疑があり、執行部

より、「事業費の3分の1を基本とし、30万円を上限額としている。」と

の答弁がありました。 

 教育委員会の審査におきまして、委員より、「新規事業で取り組む地

域未来塾の実施場所、実施時間、対象者について、詳細な説明を。」と

の質疑があり、執行部より、「この事業は、参加者に対し、家庭学習の

習慣の定着と基礎学力を身につけるための支援をするもので、対象者は

小学校6年生を中心とし、子どもが自主的に参加する形とする。当面の

間は吉田町の市民文化センターにおいて、土曜日の終日開設するが、様

子を見ながら市内全域への展開を進めたい。」との答弁がありました。 

 各会計の歳入、歳出、それぞれ慎重に審査した結果、各会計の補正額、

補正内容等、それぞれ適切であると判断し、議案第55号から議案第59号

までの5議案は、すべて原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上で、報告を終わります。 

○山 本 議 長  これをもって委員長の報告を終わります。 

 これより質疑に入ります。ただいまの委員長報告に対し、質疑はあり

ませんか。 

   （質疑なし） 

○山 本 議 長  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 

 これより、本案5件に対する討論を行います。討論はありませんか。 

   （討論なし） 

○山 本 議 長  討論なしと認めます。これをもって、討論を終結いたします。 
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 これより、議案第55号「平成28年度安芸高田市一般会計補正予算（第

1号）」の件から、議案第59号「平成28年度安芸高田市水道事業会計補

正予算（第1号）」の件までの5件を一括して、起立により採決いたしま

す。 

 本案5件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本案5件は、

委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔起立多数〕 

○山 本 議 長  起立多数であります。よって、本案5件は原案のとおり可決されまし

た。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

      日程第７ 一般質問 

○山 本 議 長  日程第7、一般質問を行います。 

 一般質問の順序は通告順といたします。 

 質問方式は御存じのとおり一問一答方式とし、1議員あたり質問時間

は30分以内でございますが、執行部からの逆質問に対する答弁は、持ち

時間には含まれません。 

 なお、一つの質問を終え、次の質問に移る場合は、「次の質問に移り

ます」等の発言をし、明確にわかるようにお願いいたします。 

 それでは、質問の通告がありますので、順次、発言を許します。 

 12番 宍戸邦夫君。 

○宍 戸 議 員  12番、宍戸邦夫であります。 

 あらかじめ通告しております2項目にわたって質問をいたします。 

 まず、1項目目、「定住促進対策について」市長に質問いたします。 

 平成24年度より、安芸高田市住めーる補助事業として「子育て・婚活

住宅新築等補助金」、「子育て・婚活定住促進団地購入補助金」、「安

全・安心・住環境リフォーム補助制度」が実施されています。それぞれ

の制度の活用状況をお知らせください。あわせて、この事業の継続につ

いてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

○山 本 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの宍戸議員の「定住促進対策」についての御質問にお答えを

いたします。 

 安芸高田市に住めーる補助金は、若者の定住促進等を図るため、持ち

家や良質な住宅の取得等に対する支援として、「子育て婚活住宅新築等

補助金」並びに「子育て婚活定住促進団地購入補助金」また、居住環境

の向上及び安全で安心して暮らすことのできる、持ち家改修支援として

「安全・安心・住環境リフォーム事業補助金」を制度化したものでござ

います。 

 議員御質問の活用状況でございますが、平成24年度の事業開始から平

成27年度末の現在におきまして、「子育て婚活住宅新築等補助金」は、

38件で、うち市内子育て世帯29件、市外子育て世帯9件でございます。
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総額1,175万円を交付しております。「子育て婚活定住促進団地購入補

助金」は26件で、うち市内の子育て世帯20件、市外の子育て世帯6件で

ございます。1,115万1,000円を交付しております。「安全・安心・住環

境リフォーム事業補助金」は297件で、総額5,142万4,000円を交付して

いるところでございます。 

 今後の事業の展開でありますが、「子育て婚活定住促進団地購入補助

金」につきましては、市が関係する分譲団地が5月の募集で完売をした

ことから、今後は新たな分譲団地の計画や制度の見直しを視野に入れた

検討をしていく必要があると考えております。 

 「子育て婚活住宅新築等補助金」につきましては、Ｕ・Ｉターン等に

よる若者定住を進める中では、非常に効果的な制度と認識しており、引

き続き進めていきたいと考えております。 

 「安全・安心・住環境リフォーム事業補助金」につきましては、一般

リフォームに加え、省エネ、バリアフリー、防災及び防犯対策を対象と

しているため、制度の統合や見直しを含めた関係部署との協議が必要で

あると考えております。 

 御理解を賜りますようお願いいたします。 

○山 本 議 長  以上で、答弁を終わります。 

 12番 宍戸邦夫君。 

○宍 戸 議 員  平成24年度からこの安芸高田市住めーる補助事業が展開されました。

この4年間の間で、安芸高田市が造成したり、また民活で造成された団

地が5月で完売という成果が出ていると。このことにつきましては、市

長をはじめ、関係者の課の鋭意努力の成果のたまものではないかという

ふうにも思います。あわせて、これは行政だけの取り組みだけでは成功

はし得ないものだと思います。市民の皆さんのそれぞれのお力、また購

入してくださった皆さん、そしてそれをお世話してくださった商工会の

皆さん、関係する組合の皆さん、そういういろんな方々の努力の成果で

もあるというふうに思います。 

 浜田市長は、3期目の市政をスタートすると、まあ市民の皆さんの信

用を得られてスタートをされましたけれども、このスタートに当たって

は、まずこの人口減対策に力を傾注させる、いうふうに施政方針で示さ

れております。人口を安定的にふやすということについては、私は定住

促進対策というのが大きく影響するものだと思います。自分で新たな家

を新築する、また購入するということになりますと、そう簡単にはよそ

へ転出するということにはならなくて、ある程度そこで安心して定住す

るという環境が大きく影響するということになると思います。このこと

につきましては、私も特にこの定住促進対策というのは、人口減少に歯

どめをかける意味でも、またＵターン、Ｉターンを進めるためにも大事

な政策だろうというふうに思います。 

 そこで、今市長はそれぞれの事業を新たな視点で継続をするという方

針を示されました。ただ、これを示すに当たっては、4年もたちますと
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制度も少し時代も変わりまして、市民の皆さんのニーズも変わってきて

いるように思いますし、また制度は立派であっても、実際に具体的にそ

の住宅を購入するに当たって、いろいろな問題、課題も出ているという

ふうにも思います。 

 一つには、例えば空き家対策、安芸高田市については、他の広島県内

では市町よりトップで空き家を調査をされました。その成果として、空

き家の販売も、また移住もされているという現状にあります。そうした

中にあって、空き家を購入するということになりますと、特に安芸高田

市の場合は、農業地帯でありまして、多くの空き家が、農地も含めて、

森林・農地含めたものが多いというふうにも思います。私も相談を受け

たわけですけれども、空き家を買いたいと、そして売りたいという人が

農地を買うに当たって、例えば安芸高田市の場合は一部を除いては全体

的に5反以上、50アール以上の農地がないと、登記がつかないと。切れ

ないと。名義変更できないという実態もあるわけです。そうした実態が

空き家を購入したいと思っても、売りたいと思っても、そこがネックと

なって断念される人もいらっしゃるというふうにも思います。事実、私

も相談を受けまして、今悩んでいるところでありますけれども。 

 そうした事業展開は大変いいんですけど、そういう課題を解決してい

くためには、やはりそういった細かなところの目配りといいますか、チ

ェックをして、販売がしやすいように、そして購入しやすいような仕組

みづくりも必要なんではないかというふうに思います。 

 ただ、農地については、これは農地法でいろいろ標準的には5反とい

うことになっとりますが、そしてまた地域によっては3反もあるし、八

千代では4反ということもありますが、この住宅政策を進めるにあった

っては、そういう場合の特例措置というのが認められないのかどうか。

農地法、そして農業委員会の制度もこの8月いっぱいで変わるというこ

とになっておりますが、そこらを見越して市長判断でそういう点の改善

もする必要があるのではないかというふうに思います。これも特に市長

は人口減対策に力を傾注させるという施政方針でありますので、そこら

についても検討されるのかどうか、お聞きいたします。 

○山 本 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  はい。貴重な御提言ありがとうございます。 

 ただいま空き家とか住宅に関する質問が多かったんですけど、農地を

含めた活用も議員御指摘のように必要だと思います。それに対する法的

支援の緩和とか、これはやっぱり挑戦していきたいと思います。うちだ

けでできる問題とか、国とか県にも働きかけないといけないんで、これ

はうちだけ悩みようけあると思うんで、そういう方向性の働きかけをし

ていきたいと思っております。 

 どっちにしても、この空き家もですけどね、雇用の場とか、子育てと

か、それから医療の問題とか、それから教育のいろいろな問題とか、総
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合的にかかわるんで、せっかく副市長も決まりましたんで、中心にプロ

ジェクトをつくって、各課にまたがる話なんで、このことが議員御指摘

のように長期計画の1,200人ですね、10年間の歯どめができるような努

力をしてみたいと思います。 

 貴重な御提言ありがとうございます。早速これ県とか国とか、いろい

ろ働きかけたいと思います。昔から思ってたんですけど、農村部の空き

家は非常に農地を含めたことが多いんで、このことも重視しながら考え

ていきたいと思います。 

 ありがとうございます。 

○山 本 議 長  以上で、答弁を終わります。 

 宍戸邦夫君。 

○宍 戸 議 員  その点について、行政が独断でできない部分もあるかもわかりません。

しかし、そういう課題があるということも知っていただいて、特例措置

ができるのなら、例えば吉田町でしたら、旧吉田地域は3反ですよね。

八千代は4反でしょ。いうことになると、特例措置を認められる可能性

はあるんじゃないかと、こういうふうにも思います。そこらは農業委員

会での議論の場でまたやっていただくことになるかもしれませんが、ま

あそういう課題があるということも知っていただければありがたいとい

うふうにも思います。 

 それから、以前に26年3月の議会で一般質問させていただいたんです

けども、安芸高田市の中にも空き地が、民間が所有しておられる空き地

が多くあるわけです。それが、雑草で相当環境的に悪いと、近所の皆さ

んからも苦情があるという実態があります。そこを市が購入をして新た

な団地を造成して、そして民間に売っていただくというふうな手法がと

れないかということで質問させていただきましたら、今はそういう手法

はとらずに、民活でやっていただきたいという答弁でありました。この

たび、具体的に言いますと、安芸高田市ブランド住宅事業協同組合とい

う団体が市内の各住宅関連関係の業者の皆さんがつくられておる協同組

合ですけれども、そこらが造成をしたい団地を確保して造成したいと言

ってもですね、その所有者が民間には売らないと、行政的な施策を持っ

た対応で必要ということになれば売ってもいいというふうな人もいると

聞いております。 

 そういうことから考えまして、先ほど市長が答弁をされました4年間

で多くの団地が完売したということになりますと、これは大きな成果が

ある。そういう成果を見たときに市としてもこういう団地を確保してや

るという手法も私はその人口減対策については大変有効な手段ではない

かと、こういうふうに思いますが、市長のお考えはお変わりありません

か。お聞きいたします。 

○山 本 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  基本的には、市が直接土地を買うということは課題があるんですけど、
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一応このことが成果があるんで、この用地の取得に協力をしていくとか、

いろんな手法があると思いますんで、総合的に事業が前に行くような形

で、検討してみたいと。だめというんじゃなしに、今までやってきた段

階じゃ、行政が買ういうのは非常にタブーとされとったんですけど、そ

ういう成果を踏まえながら、やっぱり協力いう体制とれるわけですから、

そういう実態を調査しながら考えていきたいと思います。課題として受

けとめさせてもらいたいと思いますけど、よろしくお願いします。 

○山 本 議 長  以上で、答弁を終わります。 

 宍戸邦夫君。 

○宍 戸 議 員  以前に、土地開発公社というのを立ち上げて、こういう事業展開をし

た時期がありました。行政として。なかなかこれは行政として、なかな

かうまくいかなかったという反省点に立って、これが解散されたという

話もお聞きしますし、大きな問題だろうというふうにも思います。やっ

ぱりそういった空き地を有効活用していくっていうのも、安芸高田市の

まちづくりに大きくかかわってくる問題でして、やっぱり民間の人が買

うと言っても、なかなか信用はされとるんでしょうけども、その活用に

当たって信頼性が薄いのかなという思いもするんです。民間で団体をつ

くってやろうとしても、熱意はあってもなかなかこれが前へ進みにくい

と。そういうところについては、市が積極的にかかわって、業者といい

ますか、組合とか団体と一体となった取り組みもこれから積極的にして

いくという、そのことが人口増とあわせて、市内の業者の活性化にもつ

ながると。そこで働く労働者の皆さんの賃金にも影響してくるというこ

とにもなると思いますので、そこらをもう一回考えていく必要もあるん

かなと、私も個人的に思っているわけです。空き家も当然販売をすると

いうこともありますが、そういういろいろな課題がありまして、そうい

う点も一つの視野に入れた定住促進対策というものを考えていく必要が

あるのではないか、いうふうに思います。 

 それから、住宅を買うと言ったときに、空き家を買うときに、やっぱ

りいろいろな課題があるわけです。例えば、今の空き家で上下水道が完

備されてないと。若い人が買うということになりますと、なかなかそう

いう上下水道を完備してないところを買うというのは、今ごろ若い人好

まないということがあります。それを完備するということになりますと、

相当な経費がかかるわけです。今安芸高田市においては、定住促進対策

という冊子をつくっておられますが、その中にその上下水道の完備につ

いては補助対象外ということになっておるわけです。聞くところにより

ますと、これ上下水道課ではその補助制度があるというふうにも聞いて

おりますし、それからいろんなところをリフォームするにしても、住宅

課だけじゃなくて、福祉の対策としてもあると。そこらが市民に見えて

ないといいますかね、ここだけ相談いったらだめですよ。ここはありま

すよ。その横の連携をしっかりとるような事業展開をしていくというの

も大事なんだろうと思います。 
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 今せっかく「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を立てられまして、

その中にプロジェクトチームをつくられておられますが、そこらを積極

的に活用して横の連携をとりながら、市民が見てこの定住対策のパンフ

レットを見ただけじゃなくて、これ見たら全てがあるというふうな仕組

みもこれから考えていただいて、この定住促進対策を進めていかれたら

どうかというふうに思うわけです。 

 当然、市長も新たに市長になられて、スタートをされてすぐのことで

ありますが、そこらをできるだけ早い段階で取り組みをされたらどうか

というふうに思いますが、市長の考えをお聞きいたします。 

○山 本 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  はい。おっしゃる御指摘のとおりなんで、早速これは市民がわかるん

じゃなしに、例えば市内とか定住を打っていくときに、住宅ありますよ

というときに、うちのいいところとかいうのを一目瞭然わかるようなパ

ンフレットが要るわけなんで、その辺のところは早い時期に立てていき

たい。各課ばらばらじゃなしに、市全体として、それとか文化とか歴史

とかのことも書きながら、安芸高田市のうまくわかってもらうようなも

のは必要だと思いますので、早期にこれもつくっていきたいと。まず、

よそから定住に来てもらうにしても、安芸高田市はこうなんですよと。

芸備線もありますよ、道路もええですよ、文化もあります、スポーツも

ありますということとかとあわせて、こういう施策展開もやってるんだ

ということもしていきたいと思いますので、早急にこういうことはパン

フレットはつくるように、また指示をしていきたいと思います。どうい

うものができるかわかりませんけども、できるだけわかりやすくしてい

きたいと思いますので、御理解してください。 

○山 本 議 長  以上で、答弁を終わります。 

 宍戸邦夫君。 

○宍 戸 議 員  いずれにしましても、市内の方はある程度市内のことですからわかる

人もおられますが、市外から来られるというのは全くわからんという状

況にありますので、そういったＰＲを含めた取り組みも必要ではないか

というふうに思います。ぜひ早急にこの対応をしていただければ、特に

市の職員さんも説明しやすい、いうふうに思いますので、一つその点に

ついて御検討をお願いしたいと思います。 

 人口減対策というのは、当然財政面についても大きく影響します。市

税、それから地方交付税についても大きく影響し、この安芸高田市の財

政というものにかかってくるのも大きいということもありますし、学校

問題、生徒も少なくなると、それから商店街の活性化にも関係してくる

という問題で、この人口というのは市のまちづくりの大きな原点であろ

うと、こういうふうに思いますので、その点については、当然市長も市

政の方針を示されているとおり、いろいろと努力をされていく、我々議

会としても積極的に協力をしていくというふうに考えております。 
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 次の質問に移ります。 

 2項目目、「青少年教育（郷土学習）の推進について」であります。

教育長にお伺いいたします。 

 安芸高田市教育委員会では、平成27年3月、安芸高田市郷土理解学習

副読本（小学校・中学校編）を作成されました。「安芸高田市ものがた

り」、「郷土！安芸高田市」を発刊されたわけです。これまでの活用状

況と今後の活用計画についてお伺いいたします。 

 まず、1点目で小学校、中学校での活用状況と今後の活用計画につい

てお伺いいたします。 

○山 本 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  ただいまの宍戸議員の御質問にお答えいたします。 

 御質問の安芸高田市郷土理解学習副読本は、平成26年度末に発刊し、

平成27年度当初、各小中学校に配付をいたしましたので、配付から約1

年が経過いたしました。この間、各小中学校では、社会科や総合的な学

習の時間を中心に、市内の伝統文化や歴史・産業・公共施設等の学習に

活用をしているところです。 

 あわせて、市のホームページに全編を掲載していることから、学習す

る際に必要なページをホームページから取り出し、印刷することができ

る。そういったことから、とても便利であるといった報告も受けている

ところです。 

 いずれにしましても、これまで1年間、各学校ではさまざまな学習に

取り組んできましたので、今年度は各学校の教員を委員とした郷土理解

学習副読本を活用した実践事例集作成委員会を組織し、さらなる副読本

の活用促進を図ってまいりたいと考えております。 

 御理解を賜りますようよろしくお願いをいたします。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 宍戸邦夫君。 

○宍 戸 議 員  この「安芸高田市ものがたり」っていうのは、私も読ませていただい

て、本当よくできていると思います。これは、子どもさんだけではなく

て、後から質問しますが、大人の方も、保護者の方はもちろんですけれ

ども、一般市民の方もこれは大きくこの豊かな生活をする、心豊かに生

きるということからしても、また郷土をもう一回新たな視点で見るとい

うことに関しても、大変有効な本だろうと思います。これは、編集委員

も学校の先生方がされておられますし、これ見ますと市内の先生もおら

れるんかもしれませんが、これほとんど市外の先生方が編集されたんか

なという思いもいたします。もちろん監修委員もおられますが、この監

修委員さんというのは、ほとんどが市内の方々ということで。 

 そうしますと、やっぱり子どもさんに影響してくる学校の先生方の影

響というのは大きいんで、やっぱり先生がこういうものをつくられたと

いうことは、よそから来られて安芸高田市を知らずに来られるというふ
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うに、まあ知って来られる人もいらっしゃるかもわかりませんが、ほと

んど私余り知らない。もちろんここに書いてあるのは、歴史だけじゃな

くて、今教育長がおっしゃいましたように、いろんな産業の面もありま

すし、農業の関係もありますし、文化、いろんなスポーツ、すべてが書

いてあるわけですね。 

 深くということではないかもしれませんが、浅く広くという意味では、

私その点については、いいものだろうと思います。そういう先生方が安

芸高田市の状況を知っていただいて、それを副読本として学校教育に生

かすということは、相当安芸高田市にとってもプラスになるし、もちろ

ん子どもさんの安芸高田市に対する郷土を愛するといいますかね、そう

いうことにも大きく影響をすると思います。 

 そういうことを考えたときに、今教育長がおっしゃったように、また

新たな組織をつくって積極的に取り組むという、これは私は大きく大事

なこの安芸高田市の存在が、また意義が見直される、長い将来にわたっ

てのものだろうと思います。ぜひその点については積極的にこれからも

取り組んでいただくようにお願いしたいというふうに思うわけです。 

 恐らく今までこういうことを発想できなかった、しなかったいうこと

もありますが、永井教育長さんになられて、このことについては特に関

心があったといいますか、視点を変えた副読本ということだろうと思い

ますので、その先生方の協力も得ながら積極的な取り組みをしていただ

きたいというふうに思います。 

 これは、小学校だけじゃなくて、中学校編もあるわけですから、中学

校における教育活用もぜひしていただくと。中学校も先ほど教育長さん

がおっしゃった新たな組織の取り組みの一環になるのかどうか。もう一

回お聞きしたいと思います。 

○山 本 議 長  答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  宍戸議員の御質問にお答えいたします。 

 大変、元気の出るお褒めの言葉もいただきましたので、とりわけ編集

等にかかわってくれた学校現場の教員、市内の小中学校にぜひそのこと

を伝えていきたいというふうに思っております。 

 質問いただきました中学校ですが、当然今回同じように副読本をつく

っておりますので、小学校と同様に中学校のほうも計画的に指導をして

おります。特に中学校のほうは、教科書に準拠した形で編集をしており

ますので、日々の社会科の指導と並行してこの副読本を使えるように工

夫をしてくれております。 

 実は昨日も学校訪問で、市内の中学校へ出向き、授業を参観しました

が、ちょうど社会科の授業を参観することができまして、そのときも甲

立古墳を取り上げて、この郷土安芸高田の副読本を使いながら学習する

授業場面を見させていただいたところです。いずれにしましても、この

編集をしたというのは、安芸高田市に今生まれ育って学んでる子どもた
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ちが、全員が将来的にこの安芸高田市に定住ということには、現実問題

難しい点がございます。しかし、どこかで今学んでいる子どもたちは生

活をしていかなければいけません。そのときに、どこに住んでも、いい

点悪い点あるわけですが、そのときに自分を見失うことなく、前向きに

生活できるという、その一つの大きなよりどころは、自分が生まれ育っ

たふるさとに対して自信と誇りを持てるかどうかということがポイント

になろうかと思います。 

 そういう意味で、今後も引き続いて、小・中学校義務教育を中心に、

このふるさと安芸高田のことを最低限、知識としても知り、先人の苦労

や知恵も学び、それで将来どこに住もうと生きていく。そういう子ども

たちを育てていくことができたらというふうに考えておりますので、引

き続いてどうかよろしくお願いをいたします。 

○山 本 議 長  以上で、答弁を終わります。 

 宍戸邦夫君。 

○宍 戸 議 員  次の質問に移らせていただきたいと思います。 

 次の、生涯学習活動における活用状況と今後の活用計画について、お

聞きいたします。 

○山 本 議 長  答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  ただいまの宍戸議員の生涯学習活動における郷土理解副読本の活用状

況と今後の活用計画についての御質問にお答えをいたします。 

 生涯学習事業における活用実績につきましては、昨年度、夏休みに取

り組みました小学生を対象とした「夏休み子ども教室」におきまして、

副読本に掲載しております市内の主要施設をバスでめぐり、ふるさと安

芸高田市を発見する講座を行いました。子どもたちが活用している副読

本を題材にすることで、より一層の興味関心を抱く結果になったものと

考えております。 

 また、今後の活用計画につきましては、昨年度と同様、子供向け講座

での活用をはじめ、一般市民の方を対象に、市民の学習ニーズや地域課

題解決を目的として実施する市民セミナー、さらには高齢者大学での各

種講座を活用し、安芸高田市の歴史や魅力、あるいは産業などを紹介す

る資料として、有効に活用していきたいと考えているところでございま

す。 

 御理解をいただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 宍戸邦夫君。 

○宍 戸 議 員  生涯学習活動、これは子どもさんはもちろんですけども、大人の方々

の学習にも大きく影響をしてくる。私もこのものがたりを読ませていた

だいて、私は甲田町出身なんで、甲田町のことは大体わかっているよう

な気がしていましたが、見ると私も知らんこともあったわけです。もち

ろん、安芸高田市6町が合併しておりますので、八千代のこと、高宮の
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こと、美土里のこと、向原、吉田と。そこらがやっぱり薄いわけですよ。

安芸高田市合併して10年になりますけれど、そこで住んでおる我々にと

っても、長いこと住んどっても知らないということがたくさんあります。

こういうことがあるかということで、このものがたりで発見させていた

だいたり、再発見させていただいたりしました。 

 このことは、子どもさんはもちろん、大人もここに長いこと住んどっ

て、こういうことがあるのかということが理解できるということは、大

変大事なことだろうと思うんです。子どもには学校で勉強、ものがたり

教えても、保護者が、大人が知らないということになったんじゃ、ちょ

っと中途半端なものになるなというふうに思います。郷土を愛すると言

いながら、郷土のことが理解できてなかったという私も反省点にたって、

私は特にこのものがたりについて質問する気になったんです。 

 まあそういう方も、聞くところによると、読んだ、全くわしも勉強に

なったという方もいらっしゃるし、全くそんなんあったんかいのう、と

いう人もいらっしゃいます。 

 この間いいますか、27年の12月の議会で、この副読本を200冊、100万

円で増刷されておられますよね。これらの活用というのは、どういうと

ころで活用されているのか、お聞きいたします。 

○山 本 議 長  答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  ただいまの宍戸議員の御質問にお答えをいたします。 

 200冊、100万円での増刷についての使途でございますが、直近のとこ

ろで言いますと、先般ふるさと応援の総会が開催をされました。そのと

きも担当者が販売をさせていただいたところでございます。また、市長

のほうからも、ぜひ小学校版を中心にしっかりＰＲをするようにという

指示も受けておりますし、今現在これから6月、今月でございますが、

応援の会の広島が総会を持たれます。それに向けて約50冊弱の注文をい

ただいておりますし、8月にはふるさと応援の会、同じく関東が総会を

持たれるということで、そこへ約100冊弱の注文をいただきました。大

変喜んでおるところですが、先ほどの200冊では、もう足らないような

状況になってきております。したがいまして、また今後議員の皆さん方

の御理解、御支援等をいただきながら、補正等も検討しながら、何とか

先ほど言っていただきましたように、子どもだけでなく、市民の方はも

ちろんですが、市外の方にもしっかり利用していただけるような方法を

考えていきたいというふうに考えておるところです。議員御指摘のよう

に、いずれにしましても先ほど申しましたように、子どもたちが今住ん

でる安芸高田市に自信や誇りが持てるというのは、安芸高田市に住んで

いる大人も含めた人たちが自信や誇りを持ってるかどうか、そういう姿

を子どもたちは見ながら影響を受けていく、と同時に、市外の皆さんが

この安芸高田市を認めてくれる、あるいはいい意味でうらやましがって

くれる、そういう市になることが、子どもたちの今以上のふるさとに対
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する愛着でありますとか、自信、誇りということに当然つながっていく

というふうに思いますので、そういう意味で議員御指摘の小中学生にか

かわらず、広く大人の方へもしっかり活用いただけるような、そういう

方法を何とか今以上に工夫してまいりたいというふうに考えておるとこ

ろでございます。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 宍戸邦夫君。 

○宍 戸 議 員  この中には、特に浜田市政が誕生して、神楽というものを全国へ発信

して、そのことによってふるさと応援の会とか、いろんな安芸高田市を

売る、サッカーもありますし、湧永レオリックもハンドボールもあるわ

けです。いろんなものがありますけれども、神楽というのも書いてある

んですね。神楽がなぜ安芸高田市で再復活したというのも詳しく佐々木

順三さんのことも書いてあります。で、新舞のことも書いてあるわけで

すね。神楽、神楽と言ったって、市民の人が神楽の歴史をやっぱり知っ

ておるのと知らないのと、私は安芸高田市を発信するにとっては、大き

な違いがあると思うんですね。そういうことを考えたときに、神楽だけ

じゃなくて、いろんなスポーツもありますよ。湧永レオリック、ハンド

ボールもあるし、サッカーも。そういうことがしっかり頭の中あって、

県外とか、もちろん市内も、もちろんそうなんですけど、そういうこと

がちょっと安芸高田市おくれとったから、わし含めて反省しておるんで

すけど、おくれておるんかなという思いがします。 

 しかし、この安芸高田市ものがたりが誕生、発刊されまして、ちょっ

と、まちが変わるんじゃないかというふうな期待もしておるわけです。

ふるさと応援の会のほうへも出されるということです。と同時に、市内

の市民の皆さんにも、どの程度これが配布されておるかっていうのがち

ょっとわかりませんが、私は議員として存在しておりますので、もらっ

たのか買うたのかわかりませんけれども、そういう市内に対する、特に

ここへ観光計画というのも、観光振興計画も安芸高田市つくっておられ

ますよ。市民が安芸高田市のことを知って、よそからお客さんが来られ

たときに、安芸高田市はこういうまちですよというのが特徴的なものが

これ書いてありますので、それを読んどると、こういうことがあります、

あそこ行ったらどうですかとかいう市民みんながね、ＰＲしていく力に

もつながるかなという思いがいたします。 

 そのことによって、安芸高田市に住んでおる者が誇りを持って住んで

いけるというのが、私いいなというふうに思うんですよ。ということで、

ふるさと応援の会はもちろんですけど、市内に市民に対する啓発といい

ますか、その点は取り組んでいくとおっしゃいましたが、このことを、

このものがたりを全戸配布とかいうふうな手法もあると思いますが、そ

こらができるのかどうか、教育長はどういうふうにお考えかお聞きいた

します。 

○山 本 議 長  宍戸議員に申し上げます。発言の残り時間が3分を切りましたので、
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次の質問はまとめていただくようお願いをしておきます。 

 答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  宍戸議員の御質問にお答えをいたします。 

 実は今、事務局のほうで一番反省しておるのが、いわゆる宣伝といい

ますか、ＰＲがちょっと不足しとるんではないかということなんです。

市民の方、大人向けの方のですね。この点について、今後今以上のＰＲ、

宣伝をしていきたいというふうに今担当課のほうで検討しておるところ

でございます。カラーをかなり使って編集をしておりますので、単価的

には随分経費がかかるんですが、これも市長のほうが経費以下でもいい

からしっかり読んでもらうようにということの指示もいただいておりま

すので、今1冊500円で販売しておりますが、必要であれば今後また改め

てマスコミ等の力もお借りしたりするようなことも考えながら、いずれ

にしましても今以上の宣伝をしながら、一人でも多くの市民の方に市民

向けの副読本を読んでいただけるように、努力、工夫をしてまいりたい

というふうに考えておりますので、どうかよろしくお願いいたします。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 宍戸邦夫君。 

○宍 戸 議 員  積極的な取り組みをお願いしたいと思います。 

 やはり、この安芸高田市へ住んでおる者が心豊かに誇りを持って住む

ということが、私は定住につながるんだろうと思うんですね。よその人

が来たいというときに、安芸高田市こういう町ですよということがはっ

きり言えるような、知識というものを持つというのは大事で、そして来

てくださる人に対しても説得力もあるというふうに思いますので、ぜひ

その点について、行政をあげてこの取り組みをお願いしたいというふう

に思います。 

 私の質問を終わります。 

○山 本 議 長  以上で宍戸邦夫君の質問を終わります。 

 この際、11時15分まで休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１１時０４分 休憩 

午前１１時１５分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○山 本 議 長  休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 続いて通告がありますので、発言を許します。 

 4番 下岡多美枝さん。 

○下 岡 議 員  4番、無所属、下岡多美枝でございます。 

 初めに、このたび熊本地震により、被害を受けられました皆様に心よ

りお見舞い申し上げますとともに、被災された皆様の一刻も早い復興、

復旧を望んでおります。 

 それでは、通告に基づきまして、今回は中学校の教育環境の実施につ
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いて質問させていただきます。 

 安芸高田市には、中学校は町ごとに1校配置されておられます。地球

温暖化が進み、1905年から1909年の気温の平均より、広島で2度も気温

上昇が高くなっていると言われております。以前、私は一般質問で、基

礎学力を学ぶ教室にエアコンの設備がされていないが、必要ではないか

と質問させていただきました。教育長の答弁は、夏季の教室の環境の悪

化に伴う空調設備は経費が伴うが、重要な課題なので前向きに検討した

いとのことでございました。 

 その後、中学校のエアコンの設備の実態について、教育長にお伺いい

たします。 

○山 本 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  ただいまの下岡議員の中学校におけるエアコン設置の実態の御質問に

お答えをいたします。 

 本件は、先ほどもありましたが、平成26年第1回定例会の一般質問で

議員から同様の御質問をいただき、回答をさせていただいているところ

でございます。安芸高田市内の小中学校におけるエアコンの設置状況に

つきましては、普通教室へのエアコンの設置は現在ございません。 

 エアコンを設置していますのは、6中学校ともパソコン教室や保健室

など、特別教室へ3教室程度設置をしております。 

 以上でございます。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 下岡多美枝さん。 

○下 岡 議 員  小学校は、平成22年に学校規模適正化委員会から答申を受け、平成23

年度から推進計画を進められました。今回、地域の合意形成のもと、甲

田地区と八千代地区は、平成30年4月を目標に基本提携が行われました。

地域に根づいた学校の統合については、時間がかかって当たり前かもし

れません。誰もがよくなれ、子どものためにと、前向きに会議を重ねら

れた結果です。将来に展望のある新しい学校づくりに向けて、教育環境

を整えていただけると認識しております。 

 しかし、安芸高田市の中学校の配置計画については、再度検討される

とのことでございますが、その間中学校に在籍する生徒は、今年はもう

5月から夏日と言われていますが、教育環境の悪いエアコンのない設備

のない教室での学習がこれからもずっと続くということでしょうか。教

育長にお伺いいたします。中学校のみでございます。 

○山 本 議 長  答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  下岡議員の御質問にお答えをいたします。 

 議員御指摘のように、小学校の学校規模適正化については、現在保護

者、市民の皆様方の御協力いただきながら、当初の計画よりは若干おく

れておりますが、随時学校規模適正化に向けて準備を進めておるところ
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でございます。 

 中学校につきましては、小学校が完了した段階でということでござい

ますが、議員御承知のように今年度新たに計画の見直しを行いました。

この中でも小学校の学校規模適正化の状況を見ながらということで進め

ております。 

 しかしながら、議員次の御質問で述べていただいておりますように、

昨今の気候の変化といいますか、とりわけ気温の上昇というのは著しい

ものがございます。子どもたちの学力を今以上に伸ばしていくためには、

より適切な学習環境というのが求められると思いますので、今後に向け

て鋭意検討、努力をしてまいりたいというふうに考えておるところでご

ざいます。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 下岡多美枝さん。 

○下 岡 議 員  大人は、要望することができますが、子どもの気持ちを大人がくんで

目線を下げてすることが大事だと考えています。そこで、市長にもお伺

いしたいと思います。 

 家庭においては、エアコン生活になれた子どもが多く、中学校は大人

と変わらない体格になっています。教室に20人から30人の生徒が学んで

います。夏季の外気の温度と生徒の体温で教室環境は悪化し、学習意欲

がわく環境になっているでしょうか。特に夏季の昼からの授業は、集中

して授業が受けられるとは考えにくいのではないでしょうか。 

 先月、吉田高校の新校舎を見学する機会をいただきました。階段の前

にはすばらしい生徒の絵画が置かれてあり、広々とした校舎で生徒は勉

学に励んでいました。エアコンも完備され、教育環境が充実していまし

た。市長も吉田高校の新校舎を見学されたと思いますが、中学校にエア

コンを設置して、どこの市町よりも先手をとって教育環境を整えてやり

たいという感じは受けられませんでしたでしょうか。お聞きいたします。 

○山 本 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  非常に教育環境を整えることは大事なことなんで、我々も今中学校の

規模適正化、無駄になるんじゃないかということが先にくるわけですよ

ね。それを踏まえても、今般御意見いただきましたので、再使用すると

かあるんで、中学校の規模適正化ということで、かなり先になってきま

すね。小学校についてもだけど、我々教育的な判断になるわけですけど。

どの程度まですると子どもの教育に対して支障がなくいけるかというの

があるんで、勉強させてもらいたいと。議員御指摘のように、安芸高田

の学力は広島県一を目指して頑張ると言ってますんで、言うとる割には

施設が悪いんじゃ困るんで、その辺を加味しながら、よそのことも考え

ながら、ちょっと検討させてもらいたいと思います。やるというんじゃ

なしに、そういう前向きにまた考えていきたいと思いますので、御理解

をしてもらいたいと思います。 
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 決して、子どもたちの教育環境を悪くするということではございませ

ん。他の例とか、できれば先駆けて議員御指摘のようにやっていきたい

と思うんですけど。まあ一応規模適正化とかこういう大きなことが控え

てますんで、他の事業と合わせながら考えていきたいと思いますので、

御理解をしてもらいたいと思います。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 下岡多美枝さん。 

○下 岡 議 員  市長に大変いい返事をいただいたのですが、答弁に踏まえて次に入り

たいと思います。 

 5月23日に全国で熱中症の症状の疑いで救急車の出動が1日で688回あ

ったそうです。5月からもう夏日の報道がありました。 

 教育長にお伺いいたします。現在、安芸高田市の中学校は、通常学級

では吉田中学が1学年で3学級、2学年で3学級、3学年で3学級、合計9学

級。その他、高宮、美土里、甲田、八千代、向原は、1学年ごとに1学級、

安芸高田市全体では24学級となっております。通常学級のエアコン設備

は合計24個必要となりますが、エアコン設置の計画は、教育長いかがで

ございましょうか。 

○山 本 議 長  答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  ただいまの下岡議員のエアコン設置計画の御質問にお答えをいたしま

す。 

 昨今の地球温暖化等の影響により、子どもたちの学習する教室も年々

暑さをます状況にございます。こうした中、全国の公立小中学校におけ

る普通教室、特別教室へのエアコン設置率は、10年前に比べ20％近くふ

えており、平成26年度時点での調査では、30％近くの伸びを示していま

す。広島県における小中学校普通教室への設置率も21.2％となっており、

特に都市部において高い伸びを示しております。 

 本市の状況でございますが、現時点において具体的な設置計画作成ま

では至っておりませんが、今後子どもたちが集中して学習に取り組むこ

とができる環境改善に向け、現在進めております学校規模適正化推進計

画の進捗状況を勘案しながら、できるだけ早期に導入が図れるよう協議

を進めてまいりたいと考えております。 

 御理解を賜りますようよろしくお願いをいたします。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 下岡多美枝さん。 

○下 岡 議 員  教育長に、大変よい返事をいただきました。そこでまた市長にお伺い

いたします。 

 安倍総理は、30カ月消費税増税を先送りしますという方針を出されま

した。消費税が上がる前にエアコン設備されると、在学中の生徒もエア

コン設備のあるハード面からの充実した教育環境での教育が受けられる

と思います。もう一度言いますが、中学校の生徒は昔とは異なって、大
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人並みの体格になっております。未来に投資する機会がきていると思い

ますが、最後の中学校生活をする3年生は高校受験も控え、ラストスパ

ートです。3年生の教室からでもエアコン設備を行って、教育環境を整

えていただきたいのですが、その点については市長の考えをお聞かせく

ださい。 

○山 本 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  子どもたちへのエアコン設置というのは議員と全く同じ考えなんで。

全国的に今広島県20％という設置率でございますけど、全国で30％と低

いんですけど、それなりに各市町理由があるんだと思いますけど。先駆

けてやるかというのは、ちょっと一つの施策の方向なんで、私もそうい

う方向では考えてみたいと思うんですけど、予算の面とか、先ほど申し

ましたように規模適正化の後戻りの面とかあるんで、こういうことを勘

案しながら、重要施策としてこれからも前向きという言葉がええんかど

うかわかりませんけど、考えていきたいと。できればしていきたいと思

っています。 

 例えば、今設備のほうで中学校に問題があるんだったら、リースの問

題とかありますからね。そういうようなことも考えながら、よその町も

聞きながら、レベルの高い教育水準も見据えながら勉強させてもらいた

いと思います。御理解を賜りたいと思います。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 下岡多美枝さん。 

○下 岡 議 員  ぜひとも前向きな検討をしていただきたいと提案します。 

 では、次に入ります。 

 安芸高田市においても、600人近い外国の人が暮らしておられます。

これからの時代に英語力が問われ、そして必要になっています。中学校

の生徒の英語力アップの取り組みについて、教育長にお伺いいたします。 

○山 本 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  ただいまの下岡議員の御質問にお答えをいたします。 

 児童生徒の英語力アップについての御質問でございます。議員御承知

のように、グローバル化に対応するための英語教育に関する改革は、現

在国を挙げて今後ますます推進されるものと考えております。 

 この英語教育に関する改革を実現させるために、文部科学省が現在体

制整備の主な施策として掲げておりますのは、1点目が小中学校におけ

る指導体制強化、2点目が外部人材の活用促進、3点目が指導用教材等の

開発でございます。 

 1点目の指導体制の強化につきましては、小学校における英語を専門

とする教員の配置や、教員の加配措置等によることが多いため、今後国

及び県の動向を見据えながら市の対応も検討してまいりたいと考えてお

ります。 
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 2点目の外部人材の活用促進は、いわゆる「ＡＬＴ」外国語指導助手

の活用についてですが、本市におきましては既にその体制を整え、小中

学校に定期的にＡＬＴを派遣しているところです。 

 3点目の指導用教材等の開発は、効果的な教材の活用により、指導を

円滑に進めたり、児童生徒が興味関心を持って学習できるようにしよう

というものでございます。これらの教材は、映像などのいわゆるＩＣＴ

教材が想定されているように考えております。このことにつきましても、

現在電子黒板等のＩＣＴ機器の設置を進めており、新たな教材を効果的

に使用するための基盤整備を計画的に進めていると捉えております。 

 いずれにしましても、これらの基本的な施策の充実を図りながら、児

童生徒の英語力の向上につなげていきたいと考えておるところでござい

ます。御理解を賜りますようお願いを申し上げます。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 下岡多美枝さん。 

○下 岡 議 員  保育所と小学校は、楽しく英語力に取り組んでおられます。習うより

なれろということがありますが、早くから取り組んでいただいているこ

とで、英語の苦手意識が少しでも薄れて解消できるのではないかと考え

ていますが、取り組まれてからの中学校に入学した生徒の英語に対する

変化が英語力につながっていますか。教育長にお伺いいたします。 

○山 本 議 長  答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  ただいまの下岡議員の中学校の英語力の現状という御質問でございま

すが、現在大きく分けまして本市の場合は広島県で実施しております基

礎基本定着状況調査、これは中学校2年生でございます。このデータを

参考に申し上げますと、今英語の中でいわゆるタイプ1、タイプ2という

ふうに大きく分けまして、基礎それからタイプ2が応用活用、そういっ

た学力を調査するという形になっておりますが、タイプ1の基礎的な英

語力について言いますと、平成23年からのデータが手元にございますが、

平成23年度で見ますと、県の平均を7ポイント上回っております。それ

から、平成24年は11ポイント、平成25年が4.3ポイント、平成26年が4.4

ポイント、平成27年の昨年度がマイナス6ポイントと、初めてちょっと

県の平均を下回るということになりました。タイプ2におきましても、

大体似たような経過をたどっております。 

 昨年度下がった根拠と言いますか、分析において、明確にこのことが

下がった原因ということには至っておりませんが、今年度つい先日調査

がありましたので、また今年度の結果等を見ながら検討してまいりたい

というふうには考えておりますが、いずれにしましてもこれでいいとい

うことではありませんが、現在安芸高田市の中学生の英語力というのは

決して低くないというふうに考えております。 

 しかしながら、先ほど申し上げましたように、これからどんどん英語

教育の改革が入ってまいりますので、それに対応するためには、もっと
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もっと引き続いて英語力を上げる必要もあろうというふうに考えており

ます。 

 まず当面は、現在取り組んでおりますＡＬＴですね。外国語指導助手、

このあたりを有効活用しながら、中学校における英語力の向上に努めて

まいりたいというふうに考えておるところでございます。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 下岡多美枝さん。 

○下 岡 議 員  教育長のお話を聞いて、英語力がアップしている、まあ去年はちょっ

と悪かったということなんですが、また先日あったテストの結果を楽し

みにしております。 

 そこで市長にお伺いいたしますが、若者定住の一つに教育環境の充実

があると考えます。他市との差別化として魅力的な提案を出すことが、

Ｕターン、Ｉターン、若者定住につながると思いますが、田園都市に英

語力アップに力を入れた町があってもいいと考えますが、市長のお考え

はどのようなことかお聞かせください。 

○山 本 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  非常に英語力ということのアップのまちづくりというのは非常にいい

ことだと思いますけど。どういう手法でいくかというのは、これまでも

よくやってきたわけですけど。今外国人によることやってますけど、も

っともっと外国の方がこっち向けるような施策の展開がこれからも必要

と思ってます。具体的にはこれから考えていきますけど、これからグロ

ーバル化社会に備えてしっかり考えていきたいと。 

 また、環境整備につきましては、統合という形の中で例えば今までの

学校だったら、例えばハンドボールの試合ができんかったとか、野球が

できんかったとかいろいろございますので、こういういわゆる安芸高田

市の学校の生徒たちがやっぱり伸び伸びとクラブ活動できるような環境

づくりを、これから考えていかにゃいけんのんじゃないかと思っており

ます。 

 明快になったかわかりませんけど、よろしくお願いします。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 下岡多美枝さん。 

○下 岡 議 員  ありがとうございます。 

 次に入りたいと思います。検定助成についてお聞きいたしたいと思い

ます。 

 生徒たちが日本一になる、オリンピックに行くなど、いろいろな目標

を持って中学生らしく頑張っております。保護者や先生やそして教育委

員会も応援されています。安芸高田市は他市よりも先に多文化共生も打

ち出されておられます。英語力アップにつながる英語に関する検定の助

成について、教育長にお伺いいたします。 

○山 本 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 
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 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  ただいまの下岡議員の御質問にお答えをいたします。 

 英語検定等の助成についての御質問でございます。 

 検定につきましては、「1級」「2級」といった各級の受験の合否によ

り、実力の判断が可能となるため、児童生徒にとって技能向上のための

目標となることから、その検定料の助成を始めた市町があることは承知

いたしております。しかしながら、一方では財政が厳しい状況にありま

すので、保護者負担のお願いも検討するなど、さまざまな方法を検討し

ていきたいと思っております。 

 なお、平成31年度からは、全国学力・学習状況調査においても、英語

の「読む・聞く・書く・話す」の4技能を調査する計画が予定をされて

おります。検定の受検効果も承知しているところではございますが、当

面現在実施しております各種学力調査の結果を分析、活用しながら、子

どもたちの英語力向上を目指してまいりたいと考えております。 

 御理解をいただきますようよろしくお願いをいたします。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 下岡多美枝さん。 

○下 岡 議 員  英語力アップにつなげる目標になる後押しを教育委員会として検討し

ていただきたいと思います。 

 次に入ります。ＩＣＴ教育についてお聞きいたします。 

 向原小中学校は、昨年からＩＣＴ教育のモデル校になっております。

本年度は、吉田、美土里がモデル校になり、ＩＣＴ教育が推進されます

し、他の小学校は統合を機に順次に整備されるとのことですが、中学校

の生徒は3年間しかチャンスがありません。高校、大学と進むとき、市

内の生徒に温度差が生じないよう、教育委員会として万全な体制をとっ

ていただきたいのですが、中学校のＩＣＴ教育の推進と設置計画につい

て教育長にお伺いいたします。 

○山 本 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  ただいまの下岡議員のＩＣＴ教育の推進と設置計画の御質問にお答え

をいたします。 

 本市では、電子黒板やタブレット端末等を活用したいわゆるＩＣＴ教

育の推進を図るため、平成27年度に向原小学校と向原中学校をＩＣＴ機

器導入モデル校に選定し、その導入結果を検証するため、現在アンケー

ト調査を行い、先日の文教厚生常任委員会においても、その検証結果に

つきまして報告をさせていただいたところでございます。 

 アンケート調査の結果では、「電子黒板を使った授業は楽しいです

か。」「電子黒板を使った授業はわかりやすいですか。」などの質問に

対し、「とても思う。」「少し思う。」を合わせた数値では、小学校、

中学校ともに、95％前後の高い数値を示しています。 

 これらの結果から、ＩＣＴ機器導入が子どもたちの学習意欲に大きく
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影響してくることが検証結果にもあらわれましたので、引き続き市内の

小中学校への導入を図ってまいります。具体的には、現在進めておりま

す小学校の規模適正化推進事業の関係から、統合する前年度に導入でき

るよう整備を進めることとし、これにより平成30年度までにはすべての

小学校への導入が図られるものと考えています。 

 議員から御質問のありました中学校への設置計画につきましては、小

学校への導入完了後、平成31年度にパソコン教室及び教職員用パソコン

のリース更新に合わせて、タブレット端末への変更と、中学校への電子

黒板導入を進めていく計画としております。 

 御理解をいただきますようお願い申し上げます。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 下岡多美枝さん。 

○下 岡 議 員  時代を先取りした教育も他市におくれをとらずに、ハードもソフトも

教育環境の充実を実行していただきたいと思います。ディスカウントシ

ョップやスーパーなどの店頭に出かけても現在は外国語の表示や製品が

多く並んでいます。そして、コンピューターで管理されている時代です。 

 先日、保健体育の授業を何年も行われていない中学校がありました。

ＩＣＴ活用で、これからの時代に必要な教育に力を入れていただきたい。

早い段階でＩＣＴ教育の環境を全体の中学校へ整えていただきたいとい

う気持ちでいっぱいでございます。小学校が済んでからと申されました

が、ぜひとも早い段階で温度差のないＩＣＴ教育を中学校にもしていた

だきたいと希望して、次に入りたいと思います。 

 甲田町の中学校ハンドボールが、全国大会で初優勝いたしました。小

学校からハンドボールに出会い、種をまいてこつこつ育てられ、実り、

優勝という花を咲かせてくれました。湧永製薬の選手の皆さん、監督の

竹本先生、保護者、そして地域の皆さん、そして市長、教育長、本当に

おめでとうございました。一人でも欠けることができない状態での大会

だったと聞いております。一人一人の役割、緊張感が伝わってきました。

生徒の減少が進む中で団体競技の取り組み、これからの方針はどのよう

にお考えになっているのか、教育長にお伺いいたします。 

○山 本 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  ただいまの下岡議員の御質問にお答えをいたします。 

 中学校における部活動、とりわけ団体競技の取り組みと今後の方針に

ついての御質問でございます。 

 御心配いただきますように、生徒数の減少により、各中学校で実施で

きる部活動の数は限られてまいりました。特に団体競技におきましては、

野球やソフトボールのように、一定数の部員がいないと試合が成立しな

い競技もございます。中学校ではこのような場合、試合に出る際に校内

の他の部活動の部員の協力を得るか、他の中学校と合同チームを編成し、

一緒に練習をし、試合に出場するという方法をとっているところです。 
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 したがいまして当面は、現在取り組んでいます大きくは2つの方法を

活用し、さらには生徒、保護者の理解を得ながら、部活動を実施してま

いりたいというふうに考えておるところでございます。 

 御理解を賜りますようよろしくお願いをいたします。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 下岡多美枝さん。 

○下 岡 議 員  団体競技は人数がいないとできないということがございますので。私

の提案ではございますが、モデル的にでいいと思うんですけど、他校と

連携して団体競技のクラブができるように、例えばお太助ワゴンのよう

に送迎の検討などは考えられないか、教育長にお伺いいたします。 

○山 本 議 長  答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  ただいまの下岡議員の生徒数の減少による他校と合同チームを組んで、

モデル的にも、その際お太助ワゴン等の活用は、という御質問でござい

ます。 

 今日既に野球部等は、他の部の生徒の協力を得るということもなかな

か難しい点がございますので、既に2校が合同のチームを組んで大会に

出場しているという実態がございます。そのときの合同での練習方法で

ございますが、現在のところは公用車でありますとか、あるいは中学校

の指導者のいわゆる自家用車、これを利用するというような方法をとっ

ております。 

 また、先般新聞等にも掲載をされましたが、保護者のいわゆる練習試

合等への送迎等が全国的な課題にもなっております。現在本市におきま

しても、その場合の生徒の輸送をどのようにするかというのを中学校の

校長を中心に検討しておる段階でございます。今後におきましては、い

ずれにしても合同チームを組むということになりますと、何回かの一緒

になっての練習というのは当然必要になってきますので、その際のより

効果的な、あるいは合理的な生徒の輸送方法については、引き続き検討

してまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 下岡多美枝さん。 

○下 岡 議 員  中学校の生活が有意義だったと感じて過ごせる教育環境の充実につい

て、6点述べさせていただきました。安芸高田市の未来に投資していた

だけると信じて、これで私の質問を終わらせていただきます。 

○山 本 議 長  以上で下岡多美枝さんの質問を終わります。 

 この際、13時まで休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１１時５６分 休憩 

午後 １時００分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○山 本 議 長  休憩を閉じて会議を再開いたします。 
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 続いて通告がありますので、発言を許します。 

 3番 久保慶子さん。 

○久 保 議 員  3番、未来創生会、久保慶子でございます。 

 通告に基づきまして、2点の質問をさせていただきます。 

 最初に、災害対策について。 

 原子力発電所において、事故が起きた際の広域避難にかかる協定が、

平成26年5月28日に広島県と島根県の間でされております。平成28年3月

現在、原子力災害に備えた島根県広域避難計画に本市も出雲市の受け入

れにある2県13市町に入っています。必要以上に恐れる必要はないと思

いますが、行政として、市民への周知はどのようにされているのでしょ

うか。また、する必要はないのでしょうか。お伺いいたします。 

○山 本 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「原子力災害に備えた島根県広域避難計画」についての御

質問にお答えいたします。 

 島根県は、平成24年11月に「原子力被害に備えた島根県広域避難計

画」を策定いたしました。この計画は、島根原発からおおむね30キロメ

ートルの圏域の住民等の避難体制等について定めたものであります。こ

の計画では、島根県、鳥取県、広島県、岡山県の4県の70市町村が広域

避難先となっております。安芸高田市も出雲市の国富地区及び久木地区

のあわせて約5,500人の避難先となっており、候補施設としてクリスタ

ルアージョなど、吉田町、高宮町、甲田町15の公共施設を選定をしてお

ります。 

 広域避難所候補施設の周知についての御質問でございますが、この場

合の避難者は、自然災害とは異なり安芸高田市民ではないこと。また、

安芸高田市民が避難を要するような災害が発生した場合は、広域避難は

受け入れないこと。国のマニュアル等に基づいた検査、除染によって安

全性が確保されること。既に、島根県や出雲市のホームページなどで公

開をされていること。などのことから、今のところ市としては特段の周

知広報を行っていないのが現状でございます。 

 安芸高田市は、他の市町とともに、人道的観点からこの計画に協力を

しています。この広域避難に係る費用や運営等についても、受け入れの

自治体の負担とならないよう考慮をされていますので、御理解を賜りま

すようお願いを申し上げます。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 久保慶子さん。 

○久 保 議 員  特段、周知のする必要があるというふうなお答えではなかったかとい

うふうに思いますが、市民の原子力発電所への関心というものは、非常

に高いものがあると思います。すぐにそれが危険があるとかそういうこ

とではなくて、こういうことがあるということを私が知らなかっただけ

なのかもしれませんけれども、先般ある会合の中でこういう事実がある
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ということを初めて私自身は知らされました。国を挙げて、そういう体

制がつくられている、それは安心が少なかし担保をされていることだと

思いますので、そういう対策がとられてる、先ほど市長は島根県あたり

のホームページをおっしゃいましたが、なかなかよそのホームページに

入って、ましてやそういう細かいところまで見るっていうのは、できる

ようでできないものもあるかと思いますので、機会を捉えて、こういう

体制がとられてるっていう周知はされてもいいのではないかと思います

が、いかがでしょうか。 

○山 本 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  島根原発がこうなったらどうなるという避難でございますけど。市民

の皆さんに負担を与えないように、今広域的にはこういうことやってい

るんだという周知は必要かもわかりませんけど。まあ、庄原市・三次市

と連携とりながら、ちょっと方法についてはまた検討していきたいと思

いますので、御理解してもらいたいと思います。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 久保慶子さん。 

○久 保 議 員  近隣と相談をしながらの対応ということでございますので、適切な対

応をしていただくということを期待をいたしまして、次に入ります。 

 次に、平成28年5月16日の中国新聞に、「仮設7市町村準備怠る。熊本

地震候補地選定せず。」とありました。災害救助法に基づき、地域防災

計画に明記が求められているかというふうに思いますが、本市はどのよ

うに対応されているのかをお伺いいたします。 

○山 本 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの応急仮設住宅建設候補地についての御質問にお答えいたし

ます。 

 本市及び広島県の地域防災計画には、応急仮設住宅の建設場所のため

に、あらかじめ公有地を把握するように努めると明記をされております。

本市におきましては、地域防災計画に基づき、応急仮設住宅の候補地と

して、市有のグラウンドや広場など市内10カ所を選定をしているところ

でございます。これらの用地をあわせて仮設住宅648戸分の建設を見込

んでおります。このことにつきましては、従来から広島県にも報告をし

ているところでございます。 

 今後も広島県の地震被害想定や、国、県からの指導等を踏まえながら、

候補地の追加や見直しを検討してまいりたいと思っておりますので、御

理解を賜りたいと思います。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 久保慶子さん。 

○久 保 議 員  既に準備がされているという回答をいただいて、ほっとしているとこ

ろでございます。地域の防災計画の中にもそのようなことが盛り込まれ
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とるということですけど、しっかりそういう準備がなされてることの広

報を含めて、既に備えあれば憂いなしの状況にはしていただいているよ

うですので、しっかり広報していただくことをお願いをしておきたいと

いうふうに思います。 

 こういう質問の機会がなければ確認もできないということで、しっか

り確認をさせていただきましたので、重ねて申し上げますが、しっかり

広報をお願いいたします。 

 3番目に、平成28年5月7日、島根県邑南町の県道において、防護ネッ

ト未設置により、お一人の方が亡くなられたという事実がございます。

本市における権限移譲の県道も含め、市道等危険箇所の把握と対応につ

いてお伺いいたします。 

○山 本 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの久保議員の本市における権限移譲の県道を含め、市道等の

危険箇所の把握と対応についての御質問にお答えいたします。 

 広島県では、平成25年度に実施いたしました道路ストック総点検の中

で、権限移譲路線を含めた安芸高田市内の県管理道路393カ所の点検を

しております。点検の結果、危険と思われる要対策箇所が20カ所ござい

ました。 

 広島県では現在、これらの点検結果に基づき、計画的な道路のり面の

落石対策などの防災対策を実施しております。 

 次に、安芸高田市の市道における危険箇所の把握と対応の状況でござ

います。 

 本市におきましては、平成26年度に実施いたしました道路ストック総

点検の中で、幹線道路のり面について点検を実施いたし、市内136カ所

を点検いたしたところでございます。 

 点検の結果、危険と思われる要対策箇所が25カ所。経過観察箇所が87

カ所、対策不要箇所が24カ所でございました。平成28年5月、本市に隣

接いたす島根県邑南町で発生いたしましたのり面からの落石事故を受け、

5月下旬から6月上旬にかけ、要対策箇所25カ所の緊急点検を実施いたし

ました。のり面の状況や構造物の変状を目視確認いたし、平成26年度の

点検結果とこのたびの緊急点検結果を比べたところ、大きな変状は確認

できませんでした。 

 今後、要対策箇所25カ所の防災対策工事に当たっては、優先順位を検

討し、計画的に実施していきたいと思っております。 

 また、要対策箇所、経過観察箇所については、道路パトロールなどの

日常管理において、重点的に目視点検を行い、広島県とともに市内の県

道市道を利用する市民の皆様方の安全安心を確保してまいりたいと考え

ております。 

 御理解を賜りますようお願いをしたいと思います。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 
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 久保慶子さん。 

○久 保 議 員  権限移譲の路線の中での危険箇所20カ所について、既に実施をされて

いるところっていうのがあるようですけども、実施がどれくらいでとい

うふうな状況とか、どこが危険であるのかとかいうことを公表するお考

えはありませんでしょうか。それとも私の認識が足りなくて、既に公表

されているんでしたら、その辺をお示しをいただきたいと思います。 

○山 本 議 長  答弁を求めます。 

 建設部長 伊藤良治さん。 

○伊藤建設部長  広島県から権限移譲受けました20路線につきまして、広島県のほうに

西部建設事務所のほうに問い合わせをいたしましたところ、20カ所の要

対策箇所がございますということでございました。いま手元の資料では、

甲田作木線と北船木線が権限移譲路線にありまして、上甲立が1カ所、

船木1カ所というふうに、事業箇所をいただいております。ほかの箇所

につきましては、公表が控えられとるというような状況でございました。 

 以上でございます。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 久保慶子さん。 

○久 保 議 員  いま路線名も言われまして、これが全てではないということですけど

も、これいま言われた以外には公表を控えられてるっていうのは、公表

をしない。求めてない。どちらでしょうか。 

 むしろ、危険なところであるんであれば、公表をしないんであれば、

その理由がわかりませんけれども、危ないんですよっていうのは、逆に

注意をしてくださいという意味でもその辺は明らかになったほうがいい

のではないかと私は考えますが、いかがでしょうか。 

○山 本 議 長  答弁を求めます。 

 建設部長 伊藤良治君。 

○伊藤建設部長  議員おっしゃるとおりですね。そういうふうに考えます。考えている

ところでございますが、危険箇所につきましては、対応の優先順位等も

ございますので、そういったふうに控えられておられるのではと思いま

す。 

 確かに、県道につきましての危険箇所につきましては、異常気象時等、

通行規制を行って対策を考えられておられるようでございます。 

 以上でございます。 

○山 本 議 長  暫時休憩します。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後 １時１６分 休憩 

午後 １時１７分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○山 本 議 長  休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 以上で答弁を終わります。 

 久保慶子さん。 
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○久 保 議 員  優先順位があることも理解をいたしますが、危険であるということが

明らかになっているのであれば、強く要請をしていただくように、市が

やられるんであればやりますという答弁になるんでしょうが、要請をし

ていただくしかありませんので、強く要請をしていただいて、準備をす

れば安全というものでもないかもしれませんけど、それなりにやっぱり

心の準備もできると思いますので、しっかり要請して公表できるってい

うか、そういうことのお願いをしていただきたいというふうに申し上げ

ておきます。 

 災害対策についての質問の最後に、6月11日の中国新聞に、大規模災

害で庁舎が使えなくなった場合などに備え、業務の優先順位を示す業務

継続計画ＢＣＰを定めているのは、中国地方5県の計107の市町村のうち

約4分の1の28市町村にとどまるとありました。ちなみに、皆さん御存じ

かとは思いますけれども、業務継続計画ＢＣＰとは大規模災害による庁

舎の被災などを想定した計画。国は2010年から自治体に策定を推奨。重

要な6要素として、1 首長不在の際の代行順位と職員参集、2 代替庁

舎、3 電気や水、食料の確保、4 通信手段の確保、5 重要データの

バックアップ、6 優先業務の整理を掲げている、というふうになって

おります。県内では、平成13年に安芸太田町が、平成14年に広島市、15

年に呉市、尾道市、東広島市、この5つの自治体が策定を既に済まされ

ています。このほかに三原市、福山市、府中市、大竹市、江田島市、北

広島町が着手しているとあります。 

 熊本地震では庁舎が損壊した熊本県宇土市や益城町でＢＣＰが策定さ

れておらず、被災証明書の発行がおくれるなどの影響が出ている。今回

の補正予算で第1庁舎の耐震調査設計が予算化されています。このこと

も含めて速やかに取り組みを進める必要があるというふうに考えますが、

お考えをお伺いいたします。 

○山 本 議 長  答弁を求めます。 

 総務部長 杉安明彦君。 

○杉安総務部長  災害対策という大きなくくりの中で御質問いただきまして、業務優先

順位等の定めが確かに新聞で報道されまして、広島県では安芸太田町と

先ほど議員御指摘の市あるいは町で策定済みということがございました。 

 本市における状況でございますが、実は平成20年だったか21年度に、

新型インフルエンザが外国で起こって日本にも侵入してくるんではない

か、大きな被害が出るんではないかといったことがございました。この

ときに業務の優先順位と言いますか、災害時にどのような業務を優先を

さすべきかというところのマニュアルをつくった経験がございます。し

たがいまして、このマニュアルが議員御指摘の災害時においての対応の

マニュアルにつながってくるというふうに、経験上その部分が使えると

いうふうに考えております。 

 ですが、御指摘のように正式にその部分を災害時におけるものとして

今定めたわけではありませんので、平成20年だったか21年に定めました
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業務優先順位等もう一度確認しながら、そういった本来の災害時に備え

るものとして整備をしていきたいというふうに思っております。既にそ

のことについては、経験をしてきておりますし、職員がどのように参集

してくるかというのは、既に現在の危機管理マニュアルの中で整理をし

ておりますので、それをあわせて今後再整備していきたいというふうに

思います。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 久保慶子さん。 

○久 保 議 員  既に新型インフルエンザのときにマニュアルづくりができてるという

ことで、ノウハウはあるようですし、早急に整えて市民の安心、安全、

また働く人たちの安心、安全の確保をしていただくために、早急に取り

組みをしていただくことを要望いたします。 

 次に入ります。 

 有害鳥獣対策についてお伺いをいたします。 

 最初に平成25年1回、つまり私が出て初めて一般質問をさせていただ

いたときに、「人の住む区域と動物とのすみ分けが一昔前はできていた。

地域や団体の協力で里と山のすみ分けの対策を考え実行する仕組みづく

りが必要ではありませんか。」と質問をさせていただきました。市長か

らは「山に入る仕組みをつくろう。」というふうに答弁いただいたとい

うふうに記録を改めて読み直しました。この進捗状況についてお伺いを

するものです。 

○山 本 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの山に入れる仕組みづくりの進捗状況についての御質問にお

答えいたします。 

 安芸高田市においては、これまで「広島県民税」を用いた広島の森づ

くり事業、森林・山村多面的機能発揮交付金事業により「里山林整備」

の取り組みを行っております。また、今年度より、「木の駅プロジェク

ト事業」「資源循環と農産物の高付加価値化推進事業」を新たに取り組

むこととしており、地域おこし協力隊員を配置して、積極的に推進して

いくこととしております。この事業は、森林所有者、地域住民みずから

が山に入り、山林整備を行っていくこととなります。 

 これら複数の事業を有効に展開しながら、整備された里山が有害鳥獣

対策の緩衝帯となり、また里山を維持管理することにより地域の活動の

場となり、憩いの場となるよう、啓発もあわせてこれからも行ってまい

りたいと考えておりますので、御理解を賜りますようお願いいたします。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 久保慶子さん。 

○久 保 議 員  2番目の質問にも書いております。出てきますけれども、要するに森

林対策の質問をしてるんではなくて、単純にすみ分けをするために、ど

うやっていくんかっていう手法で、お尋ねをしたというのが、どうもす
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ぐにそういう県民税を使ってこれをするとかいう答えになってきて、な

かなか焦点が定まらないのも事実なんですが、緩衝帯をつくるという意

味では同じ意味のことを言っています。 

 同じことになるので、一緒に答えをしていただいていいですから、2

番目も一緒にやらせてください。 

 平成26年の2回定例会で有害鳥獣対策としての里山整備の仕組みづく

りの進捗状況を尋ね、この仕組みを雇用対策として考えられないかとい

うふうにお尋ねをしております。これに対して、里山林の整備によって、

有害鳥獣対策をするという仕組みではないとはっきりおっしゃってます。

事業を委託されている森林組合や地域の団体にとっては、結果として雇

用対策になるというふうな答弁がされています。このときにも本市に若

者が帰ってくるときの雇用の場として考えられないかということを申し

上げております。今もこの考えを私は持っておりますが、改めて市長ど

ういうふうにお考えなるかお尋ねいたします。 

○山 本 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの里山整備の仕組みが雇用対策にならないかという御質問に

お答えいたします。 

 広島の森づくり事業は、地域から事業者への委託事業として実施をさ

れております。森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業は、地域、団

体の皆様により実施をされ、1ヘクタール当たり16万円の人件費を計上

できます。また、木の駅プロジェクト事業、資源循環と農産物の高付加

価値化推進事業は、地域・山林所有者みずからが実施をされます。 

 これらの事業が展開されることにより森林作業が増加し、森林作業者

の就業の要望があれば、林野庁の「緑の雇用」現場技能者育成推進事業、

新規就業者の確保・育成・キャリアアップ対策の活用を、実施主体とな

る安芸北森林組合とも連携を図りながら、就業者定着の取り組みを進め

たいと考えております。 

 いずれにいたしても、この定住のためには、議員御指摘のように山も

ちゃんとこれは雇用の対策の一環となるようには、これからもしていか

なくちゃいけないんで、そのためには公共事業というものを有効活用し

ながら、この対策を講じてるんだということで、御理解してもらいたい

と思います。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 久保慶子さん。 

○久 保 議 員  今事業の説明がされたと思います。ただ、無限にある事業、補助金で

はありませんし、条件、限度もあります。そういう意味では、単市でや

る事業にはなりますけれども、都会に出ている若者たちが帰ってこよう

としたときに、一番問題になるのが雇用の場です。安芸高田市には、

80％以上の山があるわけですよね。それで、現実にはその山の手入れが

十分行き届いてないため、昔のように山に入らないために、動物とのす
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み分けができないために、悩んでる現実があるわけですから、ずっと申

し上げているように、人と山とのすみ分け、つまりバッファーゾーン、

何メートルか決めたところをずっと切っていく、それは果てしない事業

だと思います。でも、少しずつ始めていけば効果は必ずありますし、現

実にやっておられるいろんな対策をしても、何ぼ田を囲うたりしても、

シカ、イノシシに荒らされてる現状というものは、原点の山に戻らない

と、動物たちも食べ物がないから、食べ物がたやすく手に入る状況を覚

えたということもあるかもしれませんけども、そういった山にちゃんと

返す仕組みをつくるためにも、山を切って人との境をつくっていって、

という仕組みをつくりましょうということをずっと申し上げてるわけで

すよ。それが一つの事業になるし、若者たちが帰ってくる。そりゃ地元

でやってくださるところとか、団体があるところは、その人たちにして

もらえばいいわけですよ。背中を押せばいいわけですよ。 

 ですが、そういうのがないところが圧倒的なわけですから、ぜひ市長、

英断していただいて考えてください。取り組みをお願いをしたいという

ふうにずっと申し上げてきたんですけど、お考えをお伺いいたします。 

○山 本 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  山に入れる仕組みづくりは、これ民間の山とか安芸高田市の市有林な

ら割かしうまくいきますけど、そういうことじゃないんで、民間の方々、

現に私も山の方と話してますけど、なかなか入る仕組みができないとい

うことで、現地が承諾してくれないということなんで、このことはやっ

ぱりうちの課題、ここの中山間地全部の課題でもあるんですけど、これ

を克服しないといけないんで、どういう方法があるかいうのは、これま

た原点に返って考えていかにゃいけんと思ってます。 

 どっちにしても、山に入ることにしないと事業の展開もできないし、

ということです。この際、ちょうど提案されてますんで、有害鳥獣対策

という大きなテーマがございますので、先般も同僚議員の方言われまし

たけど、うちの有害対策がどうあるべきかというのから考えながら、そ

こへ里山の位置も位置づけて、議員御指摘のように位置づけることが囲

っても餌がないということでくるわけですから。逆に言や、森林資源を

シカが壊してるわけですから。こういうことも考えながら、総合的に考

えていかにゃいけんと思っています。 

 これ県のほうへ相談しても、国に相談しても、抜本の答えないんだけ

ど、安芸高田市バージョンとしてでも、こういうことは原点に返って考

えていきたいと。職員も努力はしてるんですけど、なかなか民有林とい

うことで、成果が出んということは御理解してもらいたいと思います。

これから考えていきたいと思います。 

 そのため、やっぱりきのう言われた分の、市としてどうあるべきかと

いうのをしっかり考えながら、同僚議員も言われましたけど、そこの位

置づけをしっかりしていかにゃいけんと思います。これは安芸高田市避
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けては通れない課題なんで、しっかり考えていきたいと思います。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 久保慶子さん。 

○久 保 議 員  前向きなお答えが出てきたように思います。私たちもできることは一

緒に汗をかいていきたいというふうに考えています。安芸高田市からシ

カやイノシシが出なくなる日はないかと思いますけど、被害が少しでも

少なくなって、安心して生活できるような環境をつくるために、さらに

努力を進めていただけるというお言葉をいただいたということで、私の

質問を終わります。 

○山 本 議 長  以上で久保慶子さんの質問を終わります。 

 続いて通告がありますので、発言を許します。 

 16番 金行哲昭君。 

○金 行 議 員  16番、政友会、金行哲昭でございます。よろしくお願い申し上げます。 

 通告のとおり、3期目の市長の基本的政策姿勢について質問させてい

ただきます。 

 いろいろ市長選挙がありまして、きょうも市長のパンフレット、あり

ますので、ゆっくりさせていただきます。 

 市長は、1期目には多文化共生のことで確立・設立をされ、また市民

総ヘルパー事業の推進、自助・共助・公助、また小学校中学校に学習補

助員配置、神楽東京公演、神楽甲子園等々、第1期目にはやっておられ

ます。2期目にとっては、婚活事業の着手、また皆さんが今も喜んでお

られるお太助ワゴン・交通システムのこと、待ちに待った火葬場の整

備・施行、それと安芸高田市を応援する会の広島圏・関東圏、また今で

は大阪圏、また光ファイバーの件、最近、甲立古墳の国の指定まで、と

ここまで取りつけてやってます。 

 さて、そういうことで2期を無事にやられて3期に出て見事当選された

いうことですが、この3期に当たりまして非常に厳しいと思います。い

ろいろ市長が施政方針でばっと言われております。言われとる中でやっ

ぱり健全な財政の基盤、これが一番なんだと私は考えます。具体的に市

長、健全な財政基盤ということですが、そこら辺をどう考えておられる

んか、まずそれを1点先にお聞きします。 

○山 本 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの金行議員の御質問にお答えいたします。 

 健全な財政基盤の確立についてのお尋ねであります。 

 平成26年度より、普通交付税の合併特例加算措置の段階的縮減が始ま

り、一般財源の減少は平成30年度まで続き、行財政運営はますます厳し

くなるものと想定をしております。今後、持続可能な行財政運営を行う

ためには、さらなる行政改革を推進し、健全な財政基盤の確立を図る必

要がございます。 

 現在は、第3次計画に基づき、行革の取り組みを継続しておりますが、
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中でも大きな課題として捉えているのが市が保有する公共施設のマネジ

メントでございます。現在ある公共施設の総床面積の30％以上を縮減を

することを目標に掲げ、公共施設の配置適正化を進めていく必要がある

と思っています。 

 また、職員の適正化、事務事業の再編、整理等の見直し、民間活力の

活用などの取り組みも継続していく必要がございます。さらには、受益

者負担の適正化の考え方を整理し、公共施設の使用料や公共サービスの

料金等、利用者の負担につきましても、見直していく必要があると考え

ております。 

 狭義に言えばこういうことなんですけど、広義に言うたら、人口減に

よって交付税減るわけですから、もう人口をふやすということは地域の

活性化とやっぱり財政基盤を安定さすということがございますので、大

きくはそういう目的に向かって努力してみたいと思っています。よろし

くお願いします。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 金行哲昭君。 

○金 行 議 員  財政なくして、施政方針の中にも出てきますが、やっぱり財政基盤を

確立せにゃあいけんいうこと、それには市長が訴えている人口減を市長

が出されておられます、36年には2万6,000のところなり、3,350人まで

減るというとこ。それじゃあいけないから、1,200人は戻そういう考え

もあります。それもいろいろな施策もありますが、私は、それをもっと

深く、それをするにはどうしたらいいかいうのもお聞きしとうございま

すが、まあそれ後にもありますが。 

 それとですね、市長。施設の統廃合また建物を整理するいうことがご

ざいます。私は、この分の件はお聞きしたいんですが、今市長も答弁で

あったように、公共施設等は廃止は建設のときより比較的に力が要る思

うんですよ。建設のときにはある程度住民にも、廃止するいうのは、力

がいるいうことです。大変だと思うんです。ただ、30％縮減するいうん

ですが、そのプロセス、市長ただやるやる言うんですが、そこらどうい

う考えのもとでそういう事を発されるのか、そこらを多分考えがあると

思うんですが、そこらをお聞きします。 

○山 本 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  公共事業の適正化というのは、つくるより御指摘どおり難しいですよ

ね。この廃止いうことは。だけど、前提となるのは、やっぱりこれまで

合併のときにおのおのつくったものが、合併して考えたときにはある程

度不要な建物あるんじゃないかということです。行政サービスを落とさ

んようにするにはどうするかというのが最前提にあります。職員が今考

えてるのは、まず地元の方と相談しながら、やっぱり今必要性とか、エ

ゴじゃなしに、どうしても地域に必要なものはやっぱり残していきたい

という基本でございます。ただ、全体的には例えば各町ありますけど、
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公民館のレベルはこういこうじゃないかという物差しをつくりながらし

ていこうと。そのために、不要なものについては、例えばここの集会所

いらんかったら支所が使えるとかね。そういうようなことを考えながら

していきたいと。むやみやたらにするということじゃないことだけは理

解してもらいたいと思います。 

 非常にこれ難しいです。つくるんがみやすいです。各市町つくるんが

みやすいから、いっぱいつくっちゃったわけなんで。それで、合併した

町の中でこれがそれじゃあ適切な配置かというたらまたあるんで、そこ

らのところをみんなで議論しようということで御理解してもらいたいと

思います。 

 ただ置いとけば管理費なりかかるんで、ちゃんと住民の方、十分使っ

てるよと、使われてるよというんであれば、やっぱり残していかにゃい

けんと思いますので、御理解してもらいたいと思います。むやみやたら

にやめるというんじゃなしに。議会の方々もそこらの御意見を十分賜り

たいと思います。 

 あるけえ、便利がええけえって置いとくというんじゃなしに、やっぱ

りしっかり安芸高田市として適正な配置というものを考えながら、適正

な施設は残していくということでございますので、御理解をしてもらい

たいと思います。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 金行哲昭君。 

○金 行 議 員  市長の答弁の中に、公共の30％ということ出ましたので、私もずっと

そういう点を確かめとかにゃいけんいうことも思いもございましたので、

聞いたんですが。それと、市長、基本的財政の姿勢で健全的な財政基盤

ということ、健全的な財政基盤というものも非常に基盤になると思うん

です。 

 例え、財政基盤の中に今回安倍首相のほうで10%が8%へ2年6カ月ほど

遅れるいうことになりましたよね。その分でやっぱり財政に関してちょ

っと影響があるんじゃないかと思うんですが、その点どれだけ把握され

とるか、市長が把握されとらにゃ、担当部長か担当課のほうが把握され

とることをそれを1点お聞きします。 

○山 本 議 長  答弁を求めます。 

 企画振興部長 西岡保典君。 

○西岡企画振興部長  消費税率の引き上げの時期の延期に伴う影響額、影響ということでお

尋ねでございますが。具体的には2017年の4月が2019年の10月に延びた

ということでございますが、国におきましてはこの引き上げによりまし

て、約5.6億円の歳入を見込んでおります。それとあわせて行います軽

減税率ですかね。それでの減額という部分が1.6兆円でございます。差

し引き4兆円。で、今増大している社会保障費に対応しようというのが

大きな目的だろうと思います。 

 先般、財務大臣の会見では、その消費税率をアップすることを前提に
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行うこととしていた事業については、先送りをするか、優先順位をつけ

るかと。また、安倍総理においても今計画しておるすべての事業につい

ては、実施することは不可能であろうということもはっきり申されてお

ります。 

 もう1点、この引き上げについては、普通交付税の財源としても考え

られたところがありますので、交付税の総額を確保してもらうというこ

とになると、ほかの財源で賄ってもらわにゃいけんということもなろう

と思います。 

 お尋ねの本市への影響でございますが、一つには地方消費税交付金、

これは消費税のうちの地方配分をいただく部分でございます。以前の

5％におきましては、そのうち1％部分を地方に配分をしていただいてお

りました。現行の8％においては、そのうち1.7％の部分が配分をいただ

いております。10％になると仮定したときの配分は2.2％なんですね。

ですから、0.5％の部分が交付を受けられないと。金額で言いますと、

本市で推計しますと約1.7億円の額に相当するんではなかろうかという

ふうに思います。 

 国同様に、このアップ分については、社会保障の経費に使いなさいと

いうのが大前提でございますので、本市においても今後サービスの充実、

維持をしていこうと思うことの前提にすると、ほかの財源をあてなくて

はならないということになろうかと思います。 

 そういったことで、歳入の安定というのは確保という部分も行革の一

つの項目ではございます。今後、財政推計等も影響してまいります。再

度、そのほうにおいても見直しを行いたいというふうに考えております。 

 訂正します。冒頭の5.6兆円でございます。すいません。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 金行哲昭君。 

○金 行 議 員  今部長が答弁してくださったように、我々市民には非常に消費税が上

がらんということはいいことですが、何かの社会保障等々で絶対影響は

我が市にもある思うんですよ。そうだから、社会保障はしなくてもいい、

我が市そういうものはこんのじゃけえ仕方がない、いうわけにも行政と

していかんとか、そこらを知恵と工夫でやるいうことのように前向きに

受けとめておりますので、よろしゅうお願いします、しかないですよね。

私が総理ではございませんので。 

 それで、いろいろ市長が施政方針で出させてもろうて、ここに私も市

長今回人口減対策にも柱にいろいろ出しておられます。人口が減りゃあ

交付税も減り、我が市に入ってくる交付税も減ってくるわけです。今部

長が言われたように、普通交付税合併特例加算措置も25年度からずっと

減っていっております。 

 それもまた大変だということもわきまえていろいろやっていって、い

ろいろこれも市長の施政方針も出しておりますが、私はその中で全部聞

きたい部分もあるんですけど、全部聞くわけにもいかんのですが、まず
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2点目に移りますが、少子化対策の市民の皆さんの生活の把握と生活相

談、これ一番市民がまわって意見を聞いて、一番、御年配の方一番気に

されとるんですよね。この生活支援制度とかいうものをやってくれとい

うことも、選挙のパンフレットにも書いておられますし、それから市長

も訴えておられます。その点は、具体的に市長、うわべだけはだだっと

わかりますが、そこらをもう少し深く生活支援相談員はどういう、今2

カ所ですかね。1カ所は高田原が出ましたけど、もう少しそこらを詳し

く具体的に説明をお願いしたいと思います。 

○山 本 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの金行議員の市民の皆様方の生活様式の把握と生活相談に対

応する生活支援員制度についての御質問にお答えいたします。 

 市民の皆様方の社会生活の中で、「住みなれた地域や家庭で最期まで

自分らしく生活を続けたい」という思いが、切実な願いであることは強

く感じるところでございます。 

 しかしながら、急激な高齢化と過疎化の進行といった社会環境の変化、

また本人や家族の健康や介護に関する課題など、要因となって多くの高

齢者の方が将来の生活に不安を抱えておられる状況でございます。 

 こうした状況への対応策として、高齢者の方々の生活実態を把握し、

関係機関や地域の方々との協働を通し、一人一人の課題や希望に沿った

きめ細かな対応を行うことを目的にした生活支援制度を今年度モデル地

区に実施したいと考えております。 

 このことにより、市民の皆様方にライフステージに応じた適切な支援

を提供するシステムの構築を目指した事業の推進を図ってまいりたいと

思っております。 

 この制度は、実は、これまで我々もこの福祉行政やってるんですけど、

私が市内を回りよったらですね、非常に福祉に対して不安じゃ言うてん

ですよ、みんなが。ショックですよね、これだけやっとっても。ただ、

どういうことが不安かと聞いたら、自分のライフスタイル、例えば今の

元気さですね、今元気だからあなた草取りしてあげますよとか、あなた

今デイサービスしなさいとか、あなたはもうできないから、あそこの施

設へ入りなさいとか、というようなことですね。 

 この単純なライフスタイルをですね、行政が示すほどできていないん

ですよ。全部、広島県中が。私は、それを示してあげることが安心につ

ながると思ってるんですよ。これが。今悪いのは、市に聞かれても、う

ちの保健部長に聞いても、あなたはこの介護、来年ほいじゃあ施設へ入

って、施設あけとってやるよと言ってあげたいんですよ。あなたはまだ

元気だからだめですと。これしないとですね、国のほうが勝手に介護度

3以下の人を、追い出すっていうんです。義理人情で入れた人を今度は

追い出さにゃいけんなる。そういうことが行政に課せられてくるわけで

すよ。そしたら、実態の状況に応じて、その人にちゃんと納得する形で
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ライフスタイルでサービスを提供せんにゃいけんというのが、この目的

です。 

 これをやろう思うたら、今既にそういうのやってるんですね、うちも。

民生委員の方とか、振興会とか、それから嘱託員とかやってるんだけど、

中途半端で全部それは、私がやっちゃろうとは言わないですよ、それが

やってない。ただ好きなとこだけやってるんだけど、漏れてるところも

あるし、地域全体で把握したいと思います。 

 こういうことを原点に福祉をやっていかないと、効率の悪い福祉にな

るということです。サービスの悪い。だから、施設がどのぐらいいるか

わからんのですよ。皆さん一生懸命議論されるけど。1人が3カ所ぐらい

申し込んであるんですからね、みんな。行政があてにならんから。そこ

をあてになるようにしてあげたいとこれになるんですよ。やってもらう

ことは、生活実態を把握することと、もう一つはやっぱり相談に応じた

ら、そのいろんな行政相談に応じたらどうか。解決せんでもええけど、

これは税金の問題だから税務署へ行きなさいとかと言えるんですね。応

じることとできれば配布物を一緒に配ってもらえばええということを思

いよったんですけど。現にこれやっとる団体がもうおってんですよ。嘱

託員さんとか。その辺の調整をしっかり皆さん納得でつくらんにゃいけ

んけえ、ちょっとこれはすぐできんってことを言ってるわけです。 

 嘱託員さんもいろいろ、地域の自治会長としての役割もあるし、私は

郵便物しか運ばんっていうこともあるし、トーンが違うんで。民生委員

さんもそうです。私は行くんだけど、あそこは守秘義務があるけえ行か

んとかね。好きなとこ行くとかというように。みんな無責任なんですよ

ね。これを体系的にやろう思うたら、こういう人がいるんじゃないかと

いうことです。これは私これやりだしたらですね、警察さんが「警ら」

というのをやっとってんですよ、「警ら」。そういうことを把握すると

こいるんですよ。福祉の原点に返ったとき。 

 地域包括ケアとかになるといいましても、全然そういうこと把握せん

こうにやっても、ようお医者さん集まって、民生委員集まってやっても、

そこをしっかりやらないと福祉行政できんと。このことは、この間県の

ほうで奨励してくれてます。評価してます。本当言うたら県とか国が主

導せんにゃいけんかった、最初。日本国こういうふうにやってなかった

もんだから。こういうことやらにゃいけんいうことがつらいんですけど。

そういうことを理解してもらいたいと。 

 いいことやろうと思っても、今まで何もやってないんだから、今まで

との整合があるから。そういう問題の起こらんようになった地域からい

こうとしてるわけです。だから、御理解してもらいたいと。大事なこと

なんで。 

 これは市民の方々に定住へつながるかという。やっぱり老人の方々も

ここへ住みたいと思ってもらわにゃいけんと。こういうことがしっかり

できれば安芸高田市住みたいと思ってもらえる。これやっぱり定住につ
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ながるということなんで。これ大事にしていきたいと思ってます。 

 できることなら、鈍行でもいいから、旗振ったところからやっていき

たいと。地域のあったまったところからやっていかにゃしょうがないと。

何もかもやれと言ったって、文句が返ってくるだけですからね。ほいじ

ゃけ、そこらのところは皆さんの協力を得ながらやっていきたいと。 

 いうことで、これすごくレベルの高いことなんで、今までやってない

もんですから、協力してもらいたいと思います。非常にこれは効果があ

ります。ほいで、これやれば効率的なうち福祉行政ができます。 

 今うちは弁当何ぼ配りよるかわからんですよ。聞かないと。だから、

それじゃ困るんで、この地域はこうですと。この美土里の地区は、来年

は3人ほど施設へ入らにゃいけんとか。何人はデイサービスでええとか

いうことがはっきり言えるようにしたいというのが、このサービス。御

理解してもらいたい。 

 で、やってみたいと思うんですけど、ハードルが高いことは確かです。

みんなが新しいことやると、みんな反対をしてくるわけですからね。だ

けど、やりたいということは理解は、主旨は知ってもらいたいと思いま

す。市民の方々もこれ知ったらやってくれ言いますよ、絶対。 

 よろしくお願いします。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 金行哲昭君。 

○金 行 議 員  非常にいいことじゃないんですか。はっきり言っときますと、これは

やっぱり各市、将来全体的にやる気でやってもらわにゃいけませんよ。

あの地域だけやって、この地域はやらんとか、そういう格差をつけたん

じゃね、一つもよくなりませんからね。そこらははっきり、いいことで

すよ。財政も考えて、市長がやるというてくださるならどんどんやって

ください。これは肝に命じてお願いします。 

 次の質問にいきます。よくお願いしますよ。これだけは。 

 次の3番目ですが、あれもこれもやれ言うんじゃないですが、市長の

思い、学校教育、農産対策、歴史観光、雇用対策とありますが、市長の

具体的にざっとこう書いておられるのが、私も読みましたが、市長のこ

の思い、その思いの中にまた今後の市長のやってのことを見詰めて私も

いこうと思いますので、市長のこの今言う私が学校教育、農産対策、歴

史観光、雇用対策等の具体的に報告をお願いします。 

○山 本 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  人口減対策と言ってもですね、全部影響すると思います。学校教育の

問題、空き家の問題、農地の有効活用の問題、あらゆる施策は全部これ

といっても過言ではないです。 

 ただ、このたび入れてやりたいのは、私一番基本的に考えてるのは、

光ファイバーを整備しました。このことが皆様理解してもらいたいのは、

都市との差を縮めるこれは道具なんですよ。機械、光というのは。今ま
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で東京とか広島できんかったこと、うちできることになるわけです。こ

のことを一番利用しとらんのが安芸高田市なんですよね、これ。田舎の

中山間地。これを利用するにしょうじゃないかというのが、大きなこと

です。そのためには、やっぱりこのことによって、雇用の創出をしてい

こうと。これ、横文字で言ったら、企業的に言えば、サテライトオフィ

スとか言いますね。仕事だけ持ってくるのは、クラウドソーシングと言

うんですよ。これもここではわからんかもわからんけど、東京におった

らこれもう常識な言葉なんです。ただ、このことによって、うちでいろ

んな雇用の創出をしていくことが、空き家対策になるし、定住対策につ

ながると思ってるんですよ。 

 それがあって初めて、その子育て支援の今度は援助ができてくる、医

療費も生きてくると。総合的に実施すれば私は絶対にこれ定住につなが

ると思うんです。 

 今体力のあるうちにこれやっとかないと、どっちみちになって、うち

はジリ貧になってから、破産宣告するんですよ、このまちいうのは。人

口2万人になるんだから。今はそのことをみんなと一緒に考えていかに

ゃいけんということです。貯蓄含めて貯金しとっても、1億、2億たまっ

たってだめですよね。人口減ってくんだから。このようなことを今考え

てます。 

 基本的には、この光ファイバーというものが、ほいで農業とかも大事

にしていくんだけど、このことを挑戦していこういうのが大きな柱です。

これは。だって、今までは、物を買ういうたら都会だったわけでしょ。

この安芸高田市も売れるわけですね。企業も創造しよう思うたら光ファ

イバーがあるわけですから、できるわけです。もう現に向原のほうじゃ、

何億いう産業を自分で考えとる人がおるんですよ。 

 こんなことをやることによって、雇用の場を創出できるということで

す。田舎と、広島市と安芸高田、東京と広島の差がなくなってくるとい

うことなんで、これを職員一丸となってやっていこういうのが、大きな

柱なんです。これは、雇用の場の創出です。 

 できれば、このことをやりながら、家での仕事もやる。で、シングル

マザーさんとか来てもろうても、やっぱり子ども連れて、働く場がなか

ったらだめなんです。全然。そうすると、家に居っちゃってもええと。

あなたはこのことのノルマをやったら給料あげましょうとかいうんです

ね。やっぱりそういうことが言えるかどうか。それに加えて、子育てす

れば、子育ての費用を減免しましょうとか。医療費もと。こうなってく

ればなると。 

 安芸高田市、文化とかお宝がよくございますけど、これがあっての宝

じゃないと、サンフレッチェがおるけえ、ここへ来いいうてもなかなか

来んのんで、毛利元就じゃ来てくれんので。こういうことで来てもらう

ときには、安芸高田市いいとこじゃないかと。レオリックもおるじゃな

いか、歴史もあるじゃないかとか、湧永の庭園もきれいじゃないかとか
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あるんで。最初、ややもすればこっちでまちづくりができる思うたんで

すよ。神楽公演で私はできると勘違いしたんですね。そうじゃなしに、

これは付随したことなんで、原点はそういうところが私は大事だと思っ

てます。それのことによって、今の1,200人の達成は不可能じゃないと。 

 先ほど、誰か提言をいただきましたけど、こういうことをちゃんとわ

かるようにして、市内とか何だか打って出て、安芸高田市立派だという

ことをね、打って出れば、かなりの定住者がふえる。そのための空き家

対策であったり、農地のあれでなけりゃいけんと思ってます。 

 それで、もう一つが農業。これが、やっぱり農業は、農業とか林業は

安芸高田市にとっては切って離せんのですよ。でしょ。農業で食える仕

組みづくりいうのは、我々の課題ですよ。できんけど。それが、このた

び、やっぱりこのいろんな施策があるんですけど、一つとすりゃあ。 

 例えば、イオンさんが、副知事の世話でここへ来てもろうたんですよ。

安芸高田市に便宜図ってもろうたんですよ。だけど、その来た分の、来

てからキャベツつくってから、大阪・東京のほうへ持って行くのはいい

んですけど。そのキャベツは持って行くんだけど、そのルートができた

いうこと、社長が私のところへ取りつけたんですよ。だから、売ってや

る、大阪とか東京の市場へ持ってって、安芸高田市でやれば売ってあげ

ますよっていうことでしょ。これ農業革命ですよ、これ広島の。今まで

こういう農業をやったことないんですよ。産直市でつくっても余ったら

持って帰るいう農業ですよ。売っちゃろういう。ただ、困ることは、

我々がこのことに甘んじちゃいけんいうことは、品物のいいものを量を

しっかり把握してくれという、今度義務があります。我々、これ市民の

方々に、いいものを安定的に供給しようじゃないかということをしっか

りやっていかにゃいけん。 

 そうすると、もう北広島じゃ、三次じゃ言うちゃおれんでしょ。もう

一緒になってやらにゃいけんかもわからん量を。そういうようなことに

なかなか挑戦ができるんじゃないかと思ってます。これＴＰＰ対策とし

て非常にいいんじゃないかと。売れるもんができれば、後継者出てきま

すよ、絶対。生活はできます。いうことで、米を国のほうが国の税金で

見んようになったわけですから、食管法は崩れたでしょ。その代がえと

すれば、こういうものをしっかり頑張っていかにゃいけんのんじゃない

かと。これは、できるとは言わないんだけど、こういうことに挑戦する

可能性があるということで理解してもらいたいと思います。 

 農協さんは、もう白ネギで乗っちゃったこのルートに。農協が白ネギ

集めちゃった分は全部京阪神にこのルートでいきょうる既に。白ネギで

すよ。だから、こんなことをね、今まで農業革命です、これは。皆さん

考えれんことですね、これ。だから、こういうことに挑戦していきたい

と思いますので、どうか御理解してもらいたいと思います。まあ皆この

仕事の場をつくるということなんで。このことが1,200人達成の一つの

起爆剤になるんではないかということを考えてます。 
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 まあ、これを職員一丸となって、どうすりゃええかということは、こ

れからも議論しながら、また皆様方に提案をしていきたいと思ってます

ので、御理解をしてもらいたいと思います。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 金行哲昭君。 

○金 行 議 員  今市長の積極的な、また大々的なことを聞いて、非常に将来を安心す

るんですが、市長、いろいろ2番目も3番目も言いましたが、途中年々ご

との半年ごとでいいから、検証が、私は、進捗状態が、市長の思いはば

ーっと走らなきゃいけないんですが、検証状態を非常にしていかにゃい

けん。どこまでいっとるんか、どこまで進んどるかいうのをね、これが

必要だと思うんですよ。そうでしょ。ちょっとそれ、答えてください。 

○山 本 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長に申し上げます。答弁は、簡潔明瞭に行ってください。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  成果を出すということは非常に難しいことなんですけど、大事なこと

だと思います。きのうの予算委員会でありましたね。神楽の成果を出す。

我々もいけんのですよ。成果というのを、ただ旅費使うただけの話しよ

るわけですからね。ただ、こういう成果があったんだとか、このために

イメージアップにつながったんだとか、生きがい対策になったよという

成果もございますんで、こういうことはしていきたいと。非常に難しい

ことですけど、出せるものは出していきたいと。 

 まあ、我々成果がはっきりしてるわけですから。このことによって、

何人ほど定住したかいうことになるわけです。ただ、今までどの市町の

長期計画いうのはね、唱えただけなんですよ。ですよね。ただ、この

1,500というハードルは、莫大高いということだけ理解していください。 

 市長1,500になっとらんじゃないかということになりますよ。1カ月大

体10人ぐらいをしていかにゃ1,200にならんですよ。非常に高いハード

ルです。 

 一生懸命頑張りますんで、結果だけを見んように、頑張っとるいうこ

とも成果として見てもらえればと思います。よろしくお願いします。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 金行哲昭君。 

○金 行 議 員  市長の3期目に当たっての、いろいろ力強いあれを聞いたんですが、

我々議員も安芸高田市の長期計画に向かって協力していきます。 

 最後に市長、やっぱり住民の参加の責任、住民の納得、住民の同調を

知る融和があってこその、ですよね。そういうことを考えて、市長の3

期目を邁進していかれることをお願いして、私の一般質問を終わります。 

○山 本 議 長  以上で金行哲昭君の質問を終わります。 

 この際、14時25分まで休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後 ２時１１分 休憩 
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午後 ２時２５分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○山 本 議 長  休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 続いて通告がありますので、発言を許します。 

 5番 前重昌敬君。 

○前 重 議 員  5番、会派、絆の前重昌敬でございます。 

 通告に基づき、人材・人手不足について、2点御質問いたします。 

 まず、最初1点目といたしまして、第2次安芸高田市総合計画等に掲載

にありますように、平成36年本市の人口は2万6,326人の推計が出ており

ます。65歳以上の人口は、1万1,268人、約100人中43人となります。う

ち、65歳から74歳までが4,093人、75歳から84歳が4,000人、85歳以上が

3,175人となっております。 

 こうした中、介護分野を例にとりますと、昨年12月の広島県介護人材

調査によりますと、2015年、平成27年の水準を維持する場合の2025、平

成37年でございますが、に不足する介護職員常勤換算数は、広島市で

6,383人、三次市で249人、庄原市で161人、北広島町では176人といった

県内各市町の人材が不足する調査データの指数が出ております。 

 そこで、今後の人材・人手不足が深刻になる中、安芸高田市として農

業、医療、介護、商工業等の分野での現状調査が必要と考えますが、市

長の所見を伺います。 

 また、安芸高田市内在住の生徒に対しまして、安芸高田市内の高校を

卒業後の追跡調査等も必要と考えますが、これにつきましては教育長の

所見を伺いたいと思います。 

○山 本 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの前重議員の人材・人手不足についての現状調査についての

質問にお答えします。 

 議員御指摘のとおり、今後の人口減少と少子高齢化の進展により、国

内のさまざまな分野における労働人口の不足が見込まれております。特

に、過疎、中山間地域におきましては、深刻な課題として受けとめてお

ります。 

 安芸高田市の現状を詳しく調査をしたものはございませんが、例えば

農業分野で申しますと、2015年農林業センサスでは、市内販売農家

2,289戸のうち、同居農業後継者がいない農家が1,673戸と、7割以上を

占めているのが実態でございます。担い手への農地の集積等を含め、経

営規模を拡大したとしても、そこへの労働力の確保は大きな課題でござ

います。 

 また、看護職員や介護職員につきましても、今後の後期高齢者の人口

急増に伴い、社会介護ニーズはさらに増大することが見込まれる中、常

態的に求人募集が行われるなど、人材の確保、定着が厳しい状況にある

との認識でございます。 
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 本市といたしましても、子育て支援や企業誘致など、さまざまな手法

で移住、定住施策を推し進めてまいりますが、こうした構造的な問題に

対してどのように対処をすべきか、知恵を絞って取り組んでまいりたい

と思っております。 

 御理解を賜りますようお願いをいたします。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 続いて、教育長。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  ただいまの前重議員の御質問にお答えをいたします。 

 議員御指摘の市内の県立高校を卒業した生徒等の追跡調査についての

お尋ねでございますが、本市が主体となった調査は現在のところ実施し

ておりません。しかしながら、それぞれ高等学校のホームページには、

各年度の進路状況が公表されていますので、進学先や就職先等の状況を

知ることは可能な状況となっております。 

 人口減少、若者定住への教育行政のかかわりとしまして、教育委員会

では本市の第2次教育振興基本計画の基本理念を「郷土を想い 夢と志

に向けて ともに学び続ける人づくり」と定め、児童生徒及び市民の郷

土に対する愛着と誇りを醸成させることを基本目標の一つに掲げ、取り

組みを進めているところでございます。 

 午前中の同僚議員の御質問にもお答えしましたが、児童生徒は、現在

授業等で地域の歴史や伝統文化などを学習しますが、とりわけ郷土理解

学習のための副読本の活用を現在促進をしているところでございます。 

 この副読本を各学校で有効活用し、安芸高田市の魅力や財産を学ぶこ

とにより、自分の生まれたまちを誇りに思い、将来大人になったときに、

安芸高田市に住みたい、安芸高田市の役に立ちたいと思うことのできる

人材の育成にも、引き続き力を入れて取り組んでいきたいと考えており

ます。 

 いずれにしましても、議員御承知のように県立高校ということになり

ますと、県教委の所管になります。今後、県教委及び県立高校と連携を

とり、議員御指摘の追跡調査等についても、今後どのような方法がある

か等につきまして、検討をしてみたいというふうに考えております。 

 御理解をいただきますようよろしくお願いを申し上げます。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 前重昌敬君。 

○前 重 議 員  市としては、調査等、センサス等ぐらいでやられてないという話であ

りました。 

 私がこの資料を入手させていただいたのは、昨年の12月でございまし

た。これが、県が多分民間業者に委託をしまして、今後10年間、今の要

介護支援とかがどうなるかによって、今の介護保険法にのっとって、じ

ゃあ職員さんがどういう形になっていくか、今人口も減少しているいう

ことの中で、調査をされた形でございます。 
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 この辺は、非常に残念ながら安芸高田市さんにも、こういう通知は、

おふれは回ってきとるんじゃないかと思いますが、そこには参画をされ

てないという状況でございましたので、これはあくまでもこういう福祉、

介護、医療のほうへ、今話をさせていただいとるんですが、そういう形

でやはり早い段階でこういったものは知ることができるんじゃないかと

思うんですね。 

 だったら、10年先、先ほど市長さんも言われとります。いろんな方々

も人口減少、少子化、これは避けて通れない道であります。よって、そ

こは早目に何がしかの指数調査をして、どういう対応をしていかないと

いけないか、この辺一番大事なところだと思うんです。 

 対策、対策、今までもいろんな私も対策の質問をさせていただいたん

ですが、まずもって人口がまさしく2万6,000になるわけなんですよね。

今市長さんも言われました。そこを2万7,000で落ちつかそうと一生懸命

言われとるんですよね。今のこれを若干、今のこの6月1日にインターネ

ットでホームページから引き出した形と、今の10年先の形で見ますと、

0歳から14歳以下、805人減ります。805人。で、15歳から64歳までが

2,856人減るんですよね。この年代層が。まずそこからちょっと私も入

っていきたいんですが。こうして、64歳までの世代が3,661人、これだ

けのものが減ってくるわけなんです。その見返りじゃないんですが、逆

に、65歳から74歳もここまで若干減ってきます。1,691人減るわけです

よね。まずそこをポイント押さえてください。こうしたところ、まず74

歳までがどんどんそうした流れをきて、3,600まあ5,200、そうした2万

6,000の中で減ってくるわけなんですよ。確実に、これ押さえようと思

うても、今言われてるように最終的に押さえても2万7,000人なんですね。 

 で、そこへ逆にふえるのが、75歳から84歳。これがプラス398。大方

400名です。で、85歳以上が527名。 

 こういったもう指数を見るとですね、もう何をしないといけないか、

もうおわかりになるんじゃないか思うんですよ。これだけの年齢層が減

る中で、高齢者がふえてくる。そこでもって、次に今この前の28年の6

月12日の中国新聞の朝刊でございます。「農業の不法就労急増。強制退

去3年で3倍。背景に人手不足。」これ多分、各部長さんらも教育委員会

さんの担当の方も御存じいただいておると思いますが、背景には高齢化

と人口減少に直面する農家の深刻な人手不足いう形になります。 

 先ほどは医療介護で私はちょっと説明をさせていただいて、これは農

業です。先ほど、これからまたあすも、こういう人手不足いうことで、

同僚議員が質問をされると思いますが、確実に人口が減ってる、そうい

う背景に人手不足。そこへ不法就労です。 

 御存じのように外国人の技能実習生、安芸高田市も今大方500とかい

っておられますが、昨日、私、例のハローワークさん、こちらの所長さ

んのところにお伺いしまして、大体今どれぐらいの技能実習生がおられ

ますかということでお話を聞かさせていただきました。そうすると、今
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13事業者だったかな。市内13事業者おられる中、ごめんなさい。安芸高

田市内38事業所で280人の方が、まあこれは正規な就労だという形で多

分ハローワークさんもお答えをいただいたと思うんですが。 

 しかし実質、今の市のホームページから、各今の市民部の担当の方に

お聞きしますと、実質は344人。そういう技能実習生でおられることで

お聞きをしております。定住者が逆に239人、いろいろな家族さんとか

ですね、いろいろな形でおられると思うんです。 

 こうした流れを受けて、確実にこういう強い農業への改革を掲げる政

府に対して、外国人による短期就労の解禁を求める声もある言うんです

が、もうそういう今茨城、千葉、ああいうところが、御存じのように、

この前もうちの産業建設の各委員さんらがそういうイオングループさん

らのほうにもお伺いして、現地も見ていただいとるんじゃないかと思う

んですが。まあ、そういう農業地帯でもこういう深刻な不足いうのがも

う起きとるわけです。 

 ですので、そうなると、やはりうちどもの今現実に法人をしていただ

いております27農業生産法人、まあ会社等もあります。そこのやはり実

態も調査に入られたらどうなのかと思います。今私各担当部にお願いし

てちょっと調べさせてもらったんですが、今27年度報告いうことで、農

業生産法人いうことが27法人ございます。そのうち、70歳以上、これ平

均年齢、構成員いうことで役員さん、すべてがいうことわかりませんの

で、お聞きしましたら、今3法人がもう平均年齢79歳、72歳、71.3歳と

いう現実がもう起きとるわけなんです。 

 私のところも法人化いたしました。実質平均年齢61歳ですが、これ10

年経ちますと70歳です。そうしたところを含めて、早い手当をして、ま

ずそういう実態調査をするべきではないかと思うんですが、市長その辺

のお考えとかをちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○山 本 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  これは大きな課題なんで、例えば調査しても次の対策がどうするかい

うたら答え返ってこんいうような状況ですね、今。なんですよ。だから

就労の場へ来ちゃったときに、子どもさんを連れてきたら、どう受けて

あげるかとか、向こうの文化とか、宗教を理解してあげるとかいうこと

に尽きるわけですよ。これ、安芸高田市もう8年前からこれやっとるわ

けですね。まさしくもうここに入ってきます。 

 議員御指摘のように、人を雇うても絶対もう日本人はおらんというこ

とですから。安芸高田市ではこのことをいわゆる自助・共助でやろうと

したわけ、最初は。もやいで。その次には、今度は男女共同参画で女性

の力借りようかと思った。その出来もあるんですけど、かなりその決め

手にはならんと。 

 最終的には、今の人口から言うたら、もう多文化共生しかないんだと。

そういう意味じゃ、うちはもう先進のまちです。じゃけえ、このことを
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生かして、さっき議員の御指摘のことを対応すればいいと。そのために

は、もっともっと実態調査をしながら、どういうことで悩んどるんかと

か、どういう問題でここをいうことは、これからも、今知ってるつもり

ですけど、ちゃんと調査しながら、事業の効果を上げるためには必要な

ことだと思いますので、そういう意識を持って、ちょっと調査なりして

みたいと思います。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 前重昌敬君。 

○前 重 議 員  そういう言葉が出てくるようになると、自然に多文化共生というとこ

ろに入るんですよ。で、今そういう多文化共生の事務分掌表ちょっと確

認をさせていただいとったんですが、ただ残念ながらそういう人材の形

に対しての重立った内容が見受けられんのですよね。 

 人権施策、人権啓発、人権会館、まあそうした形とか、多文化共生推

進と重立った形で、あとは中国語の翻訳、ポルトガル語の翻訳とかです

ね、多文化共生の相談、まあこうしたところをちょっと変えていかにゃ

いけんのんじゃないか思うんですよ。 

 ただ、これが8年間、これがイコールできとったら意味ないので、こ

こに本当に市長さんが申し上げられたように、本当にこれから人材が不

足するので、ここへ今のそういう実習生とかを入れ込んでこうというこ

とになれば、ここの担当者が早目にハローワークとかそこと話をしなが

ら、まず現状はどうなのか、調べられて、今の工業会もあるわけですか

ら、いろんなところのデータをまずは集めて、これをもうしないと本当

に間に合わなくなると思うんですね。なかなか今こういうある程度のマ

ニュアル的なものはできとるんじゃないかと思うんですが。 

 これを生かして、じゃあそういう外国人を呼んでこよう、いろいろそ

りゃ法的な関係もございます。ハローワークの所長さんにお聞きすると、

法改正もこれからあると。登録制度なんかも今も申請をすればできます

が、市としても今後法改正がそうした形で登録制度もなくなったときに

は、そういう形でできるということもおっしゃっておられたので、まだ

私も詳しいことまでは今回ちょっとよう調べさせてもらっとらんのです

が、そういう外国人の技能実習生らの雇用ですよね。そういうのを早い

段階で私は進めていかれたらどうなんか、調査をされる、まず現状を把

握するいうのがハローワークとの連携につながるんじゃないかと思うん

ですが、その辺市長いかがですか。 

○山 本 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  全くそのとおりなんで、私を含めて職員が事の重大さを把握しながら、

次の、いわゆる今は初期の段階やっとるわけですよ。外国人見つけて食

事を理解してあげようとか、宗教を理解してあげようとかですね。いう

ことはいろいろやってるんですけど、一歩進んで、ここへ定住してもら

うためにはどうかっていうのは、うちの必修科目ですから、しっかり考
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えていかにゃいけんと思うんです。そのために施策の展開というのはこ

れからも補正を組んででもやっていかにゃいけんと思いますので、慎重

に考えさせてください。 

 これやらんとうち、ほんまおらんですよ、誰も。働く人とか。それで、

今吉田病院あたりも、もうつぶれると言ってます。看護師さんおらんか

ら。外から来てもらわんと、15人くらい足らんと言ってる。もうありき

なもの、ないわけ、ないなりますよ絶対に、そういうことを踏まえなが

ら、我々も慎重になってこの問題については考えていきたいと思います

ので、よろしくお願いします。私含めてちょっと認識がまだ甘いと思い

ますので、よろしくお願いします。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 前重昌敬君。 

○前 重 議 員  確かに多文化のほうは、ある程度の交流とか、やはりある程度認識は、

もう大方市民のほうには広がってきとるんじゃないかと思うんですよね。

で、そこを今度はうまく活用しながら、雇用に発展していく。やはりそ

うしたところ一番大事になってくるかと思います。 

 私も朝7時過ぎぐらい、8時前には出かけてくるときに、8年前と比べ

て、もう自転車の、会社の名称挙げたらいけんですが、某シャッター会

社のとこなんかでもですね、自転車で2、30台行かれとるんですよね。

ほいで、私らの近くに元町長さんの自宅があるんですが、そこを借り切

って、ベトナムの方が8人から12、3人定住をされとるんですね。そうい

う現状がまさしく起きとりますので、早い対応を、まず調査をしていた

だければと思うとります。 

 先ほど申し上げたように、生産法人も多分思いは一緒だろうと思うん

ですよ。イオングループさんが、今後羽佐竹に来られるいうことで、多

分そういう雇用の場もあろうかと思うんですが、話に聞きますとなかな

か雇用がない、雇用がないんじゃない、人間がおられない、いうお話も

聞いております。確かに、今の人手がこの前お聞きしましたら、ハロー

ワークの安芸高田4月1日で1.48ですよ、求人倍率。1.48です。もう間に

合っとって、じゃから会社のほうが人がいない、人材がいない、こうい

う状況。これはただ、本社が広島にあったりなんかするんで、こういう

状況ですが、実質はまだこれより高いんじゃないですかという形です。

ハローワークさんのほうは1.68だったかな、県内でですね。県内では

1.68という今求人倍率ということをお聞きしておりますので。 

 仕事先はあるんですよ。何ぼでもあるんですよ。ただ、そこへ向けて、

じゃあ何がしたいか。どういった職につきたいかいったときに限られる。

今一番ネックになってるのが、先ほど最初から申しました医療・介護。

ここがほとんど今不足と。先ほど市長も言われとりました。医師・看護

師・介護士・ケアマネージャーですね。あとは、理学療法士とかいろん

な形もおられますが、専門の技師、そうしたところがすごく高い形で推

移をされております。 
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 で、一応こういう現状が今のハローワークでは起きとるいうことを認

識をいただいて、安芸高田市は早目に調査を乗り出していただければと

私は思います。で、まず現実を知っていただく。で、やはり事業所さん

も工業会にお願いすればすぐ情報は出るんじゃないかと思いますので、

現実味、もう今あふれとるんですね。まあ景気にも左右されると思いま

すよ。左右されると思いますが、これから人口が減っていく中では、そ

ういう調査をしてどこにどれだけの人材が必要になってくるかいうもの

は、早目な調査をお願いしたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 今調査の関係で答弁をいただきました。こうした現状実態調査を実施

することによりまして、安芸高田市として対策を今後どのような形で取

られていかれるか、また現在こうした人材人手不足に対する対策はとら

れているか、市長に伺います。 

○山 本 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの議員の御質問にお答えします。 

 先ほど言ったこととダブるかも、私はこれ多文化やっとることがもう

対策なんですけど、ここをちょっと具体的に話します。 

 市としての現在及び今後の対策でございます。労働力の不足を解消す

るための人材の確保、後継者の育成は急務となっております。人材確保

のためには、長期的な展望として、国全体での出生率の向上、また喫緊

の対策として、子育て支援等による市の魅力を高め、若者の流出防止、

Ｕ・Ｉターンを促進することが必要と考えております。 

 これまでもさまざまな施策の展開により、人口減対策や雇用対策を行

ってまいりましたが、昨年から新たに地方創生の取り組みも始まり、そ

の基本目標である「地方における安定した雇用の創出」「地方への新た

な人の流れ」「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」「安

心なくらしと地域の連携」の達成に向け、国、地方が一体となってさら

なる施策の展開が必要となると思います。 

 本市におきましては、昨年「第2次安芸高田市総合計画」及び「安芸

高田市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、その基本方針とし

て、婚姻率を高め、これによる出生率の向上、若者の流出超過の抑止、

生産年齢人口の減少抑止対策のためのＵ・Ｉターン等による移住の促進

を掲げ、これに沿った具体的な数値目標を設定いたし、施策を推進して

まいりたいと思います。特に、若者の定住促進強化プロジェクトに掲げ

る施策により、若者を中心とする働く場、住む場、子育ての場の整備を

総合的に進めることにより、人口減少に歯どめをかけ、人材不足を解消

したいと考えております。 

 また、第3次の安倍内閣の目玉プランである「1億総活躍社会」の実現

のためにも、女性や高齢者が活躍できる場を確保し、拡充していくこと

も必要となると思います。さらに、他の市町に先駆けて取り組んでおり
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ます多文化共生に係る諸施策についても、より充実をさせていく必要が

あると思っております。 

 こうした施策を効果的に組み合わせながら、全体としての労働力の確

保と本市の将来像である「人がつながる田園都市 安芸高田」の実現に

向け、新たなまちづくりに挑戦してまいりたいと考えております。 

 また、地域におきましては、移住者などの受け皿となっていただける

よう、意識の醸成を図っていく必要もございます。御理解、御協力を賜

りますようお願いいたします。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 前重昌敬君。 

○前 重 議 員  対策と言いましょうか、対応ということで、いろいろと話を伺いまし

た。まず、そうした人材とか人手不足をつかさどる担当部署ですよね。

先ほど、多文化共生とかいう話も出ましたが、市として私はいろんな対

策も含めて何がしかのどっかそういう担当課を位置づけをしないと、各

部署によって福祉保健部、これも今保育士、介護士、先ほど言いました

医師、看護師ですね。いろんなことが不足しとるわけですよ。今の産業

振興部、ここでは農業、生産者、ここも人手が不足しております。で、

今の医療、介護、農業ですね。あと建設業ですね、建設課。ここでも作

業員さん、不足してると思います。若い世代の方もおられますが、まあ

今公共工事が大分減りましたんであれですが、大体データ的に見てもま

だまだやはり3Ｋですね。きつい、汚い、危険。そうしたところに若者

がなかなか入らない。そういう流れもまだまだ根強いものがあるいうこ

とで、そういう部門にも根づかないのがあるんじゃないかと思います。 

 だから、もういろんな関係で、やはりどういうんですか。担当部局を

もうどっかが1本でやるようなプロジェクトを市長位置づけていただけ

ればいいんじゃないか思うんですが、その辺いかがですか。 

○山 本 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  人口減対策と言ったら、もう全部かかわる、教育の問題もかかるんで、

議員御指摘のように責任を持ってやる仕組みづくりをこれ考えていかに

ゃいけんと。副市長中心になってから考えていかにゃいけんのですけど。

組織が動けるようにやっぱり体制を考えていきたいと思いますので、御

理解をしてもらいたいと思います。 

 おっしゃるとおり、どこへ言っていいかわからんじゃ困るんでですね。

大事な話なんで、総合的に効果が上がるような仕組みづくり。私は人口

減対策いうのは、もう全ての課がかかわってくると思うんです。そうい

うことを踏まえながら、やっぱし成果の上がるような仕組みをつくって

いきたいと、こういうように思います。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 前重昌敬君。 

○前 重 議 員  考え方によって、そういう人口減対策課がいいのか、人材不足そうい
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った、まあ県なんかは、介護医療人材課とかですね。そういう課をつく

っておられますよね。安芸高田市としても、そうした課をつくって、も

う今県は回帰支援センターを東京に出しておりますよね。Ｕ・Ｉターン

とかいうんでですね。そういう施設の中で、今安芸高田市もそこにブー

スいうんじゃないんですが、チラシとか出して、Ｕ・Ｉターンをお願い

しとるというとこもありますので、そういう県に頼るんじゃなしに、安

芸高田市独自がそういう東京とか大阪とか、ふるさと応援の会とか、あ

あいったことを利用して、こちらに帰っていただく仕組みづくり。そう

したものを課が一本でできる。 

 やはり、市長先ほど生活支援の形でもお話されましたように、お話を

聞いてもどこが整理するのかまとめてやらないと、これ前に進まないと

思うんですよ。それをみんなが共有しておかないと連携いうものができ

ませんので、そうしたところをしっかりとやるような核ですよね。担当

部局の核を持たないといけない。御存じのように、ハローワークとの連

携いうのは、これ密なので、しっかりとやっていただかないといけない

と思います。 

 で、なかなかハローワークさんとの連携いうものがないような状況じ

ゃないかと聞いておりますので、就職説明会、この辺は教育委員会のほ

うには話はこれから持っていくんですが、全体的な流れの中では、こう

いう早目の担当部局を位置づけてもらいたいという思いがありますので。 

 これ、本当5年たつと市民の皆さん、安芸高田市のほうへ相談とかい

ろんな面で来られると思いますよ。もう動きません。はっきり言うて、

私どもも5年たつと人員がおらんです。だから、同僚議員のところでも

そういう技能実習生おられますよね。そういう仕組みをどうしたら農業

でできるかいうのもちょっと聞いてみたいなと、私は思うとります。農

業自体が、もう御存じのように収穫しようと思えば、いっさんきなんで

すよ。田植えもいっさんきです。農繁期、ぽーんとかかるわけです。先

ほども言ったように、もう1年通しているんじゃないんですよ。その時

期的に必要だということがありますので、まあそういう形をしっかりと

頭へ入れていただいて、早い段階で手を打っていただければと思います。 

 あとですね、今のハローワークとの連携で、先ほど教育長の答弁であ

りましたように、これ県教育委員会、県、高校との連携いうことで、今

安芸高田市内で、この前同僚議員からお話が一般質問だったかな、前回

の一般質問であったんですが、吉高・向原高校すべてで、59名が卒業さ

れて、今の59名市内のほうへ就職をされております。それが、市内へ地

元の市内へ24名就職されて、市外が7名といった話をお聞きをいたしま

した。で、今後次の段階として、今のキャリアのそういう若い人材を育

成していく中では、子どもさんのそういう就職説明会、生徒さんに対す

るんじゃなしに、ＰＴＡも含めてやるというお話をされておりましたよ

ね。 

 それをやっぱり中学生の段階でも、もう入ってってやってもいいんじ
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ゃないかと私思うんですよ。もう総合学習の時間帯とかあると思うんで

すよね。今の工業会の方々もそういう組織づけになりましたから、位置

づけになっておりますので、どなたかに来て、税金とかそういう話は小

学校の形ではされております。中学校ではそういう就職先での形も含め

て話をされればと思うんですが、その辺の状況をちょっとお聞かせいた

だければと思います。 

○山 本 議 長  答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  ただいまの前重議員の御質問にお答えをいたします。 

 議員御承知のように、義務教育の範疇ということになりますと、当然

文部科学省が示した教育課程にのっとった教育活動を展開しなければい

けないということがありますので、できることとできないことがござい

ます。 

 議員御指摘の追跡調査については、先ほど言ったとおり研究をしてみ

ようと思いますが、現在においても例えて言いますと、キャリア教育、

職業体験、職場体験とかいう言い方でも言いますが、これも現在市内中

学校を中心に、かなり充実してきております。この充実してきておる背

景には、市内企業とか関係者の皆さんの全面的な御支援と御協力をいた

だいているということが当然あるわけです。 

 その中で、私が今の職を拝命した後も、例えば市役所を例に挙げます

と、採用枠を少し広げてきているということもありますが、県立吉田高

校、向原高校からの採用もあります。私はこれは全くの私観ではござい

ますが、やはり中学校あたりの職業教育と言いますか、そういったキャ

リア教育、職場体験といったようなものが、随分いい意味で影響をして

いるんではないかなというふうにも捉えてます。 

 したがって、高校を卒業する段階あたりからの追跡調査ということに

なりますと、追跡調査をした後の何を取り組むかというような課題につ

いてということになると、恐らく教育委員会の範疇を超えるということ

が随分出てこようと思います。そういった意味で、県教委、あるいは県

立高校あたりと協議、研究をさせていただきたいということです。 

 それから、もう一つ、いわゆる職業体験につながるような例で言いま

すと、これは税務署関係になりますが、租税教室ということで、毎年税

金がどのような形で使われているかということの教育を、これは企業の

経営者の方とか、そういったような方が外部講師として学校を訪ねてい

ただいて、社会科あたりの学習を中心に指導をいただいております。 

 小学生あたりで言いますと、習字もありますし、作文もありますし、

絵はがきのような取り組みもしておりますし、そういった形の中で、義

務教育の中でできる指導というのは、現在も行っております。ただ、全

体的に見て先ほどから議員御指摘されているような、そういう課題とい

うことにじゃあ義務教育段階から今対応をしきれているかと言うと、そ

れは大きな課題がございますので、本市のみにならず、いろいろなとこ
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ろの先行事例でありますとか、そういったものも参考にしながら、今後

研究を重ねていきたいというふうに考えております。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 前重昌敬君。 

○前 重 議 員  今成人式でも、今卒業をした高校生とか、地元におる企業の方々が、

紹介とかいろんな形で話をされておりますよね。これ、すごいいいこと

なんですよ。ですから、この辺もやはり体験談なんかは、やはり中学校

とかの中でも授業の中でそういうのが取り組めないのかなと思うわけな

んですよね。今の租税教室の中で、そういう業者の方がいっていただく

いうのもありますが、そういう経験、今の体験談なんかを各教室でやっ

ていただければ、身近な形になるんじゃないかと思うんです。それがま

あ、時間かかりますよ。中学校卒業して、高校卒業して、じゃあそれか

ら就職となると時間かかるんですが、早い段階、やっぱり待ったなしな

んで、もう今の教育委員会からも早い発信をしていただきたい。 

 今、高校はグローバルリーダー校とかも決まりまして、そういうのを

やはり社会に役立つ人材を育てていこうということでありますので、一

つ、そういう趣を持っていただきながら、やはりどんどん教育委員会も

かかわるところはかかわっていただいて、それであと追跡調査ですよね。

ぜひこれはモデルでもいいので、ぜひ実施をしていただきたいと思いま

す。それによって、どういう流れになっているか、仕組みがわかるんじ

ゃないかと思うんです。多分、地元にも帰ってきてる子は多いと思いま

すよ。アンケートとか、今回の総合計画を取っとる中で、中高生のアン

ケートだったかな、取っておられますよね。やはり、ふるさとに愛着を

持っているいうのがありますので、そのふるさとで仕事ができる形を、

こういう流れの中で調査したらこうだったよと、いうものをまず示して

いただければと思うんですが。最後に伺います。 

○山 本 議 長  答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  前重議員の御指摘でございますが、1点先ほど落としておりましたの

が、もちろん企業の方とか、地域の方とか、これはネーミングでは学校

によって多少違いますが、「ようこそ先輩」というような形で、やはり

キャリア教育の一環として、現在でも取り組みのほうは実施をしており

ます。それから、追跡調査については、くどいようでございますが、先

ほどの一つまあ義務教育の範疇を超えるということがございますので、

まず研究させてください。 

 で、ちょっと誤解を恐れずに言いますと、積極的に安芸高田市に残る

ことを選択する子どもたちを育てていく。その素地といいますか、基礎

を養うのが義務教育、教育委員会の役割、努めだろうと思うんです。そ

の後には、やっぱり子どもたちは自分の夢をかなえるとしたときに、安

芸高田市に住んで夢をかなえられないと、残念なことではございますが、

そういう職業も中にはあるわけです。 
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 したがって、まずやむなく安芸高田市に住むという、それもまあ一つ

の選択ではあろうと思うんですが、そうではなくて、より積極的な自分

の意思で安芸高田市に住むということを決意してくれるとか、あるいは

選択をしてくれる、そういう子どもたちを育てる素地、基礎を養うのが

義務教育だろうというふうに考えて、そのためのきょう何度か答弁させ

ていただきました愛着でありますとか、誇りというところに、一つ着目

をしておるということでございますので、御理解をいただきますようよ

ろしくお願いいたします。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 前重昌敬君。 

○前 重 議 員  しっかりと高校と連携を取っていただいて、今言われたように研究は

しっかりとしていただいて、早い段階で任期がある間はしっかりとこれ

にやっていただければと思います。 

 あと、市長のほうに、最後にまずお話だけ最後言わさせてもらいます

が。 

 近年起こっている現象でございます。今重度での在宅介護者がおられ

てないんですよ。わかります。ほとんどが施設へおられる状況ですよね。

だから、今在宅の関係では、結構元気な方が多いといったことになって

おります。こうした形を続けていこうと思えば、最終的には旗振り役と

かサポート役は市が担っていただかないと、なかなか民間にばっかり任

すいうのはなかなか無理が出てくるんじゃないかと思うんですよね。や

はり安芸高田市としてこうした人材は、置いておかすんじゃないんです

が、逃げられないように、囲うんじゃないんですが、ああいう何がしか

の対策、そういう処遇、待遇も出てくるわけですが、この辺民間まで入

っていうのもなかなか難しいかもわかりませんが、ああいう今の人手不

足なりのことを考えると、安芸高田市から外へ出さない。そういう職員

さんらの賃金等もこれは民間は民間で検討されるわけなんですが、安芸

高田市もそうしたところをやはり担っていくような仕組みを、方向性を

持って、この10年間で2万7,000を維持しようと思えば、そうしたところ

にはおのずといくんじゃないかと思いますので、しっかりとその辺を検

討、早い段階で実施ができるような組織づくりを期待しまして、私の質

問を終わらさせていただきます。 

○山 本 議 長  以上で前重昌敬君の質問を終わります。 

 続いて通告がありますので、発言を許します。 

 17番 青原敏治君。 

○青 原 議 員  17番、未来創生会、青原敏治でございます。 

 防災についてを市長にお伺いをいたします。 

 この件に関しましては、私も何回となく質問をさせていただいており

ます。といいますのも、やはり市民の方からそういう声を多々聞くわけ

でございまして、そういう状況の中で、市長も施政方針の中では、安心

安全なまちづくりをするということもあります。それと、定住対策いろ
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んなことも関係してくるというふうに私は思っておりますけど、屋外の

スピーカー設置をできるかできないか、まあ答弁を聞いて、また質問を

させていただきます。 

○山 本 議 長  ただいまの質問に対して、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの屋外スピーカー設置についての御質問にお答えいたします。 

 屋外のスピーカー設置につきましては、以前から御質問をいただいて

いるところでございます。 

 以前にも答弁をさせていただきましたが、屋外スピーカーを設置して

放送することは初期投資費用や維持管理費などの財政的な面を考慮する

必要があると思っております。 

 また、屋外のスピーカーの問題点といたしましては、豪雨時には音が

聞き取りにくいということも考えられます。 

 本市におきましては、災害時の対応として、この間お太助フォンによ

り、自主避難を呼びかけ、災害被害者の未然防止に努めているところで

ございます。 

 また、災害時における情報伝達手段として、お太助フォンはもちろん

のこと、緊急速報メールや広島県防災情報システム等がございますので、

自主防災組織等を通じて、幅広く市民に啓発していきたいと考えており

ます。 

 また、屋外の情報発信手段としましては、市の広報車、消防団の広報

車による防災情報の伝達等、幅広い情報を発信することにより、防災対

策に努めていきたいと考えておりますので、御理解を賜りますようお願

いいたします。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 青原敏治君。 

○青 原 議 員  いつもと同じような答弁でございますが、ただですね、雨が降ったら

聞こえん、災害時には聞こえにくいというような状況にあるかもわかり

ませんが、やはり日常生活の中でいつも室内におるわけじゃないですね。

屋外で農作業、あるいはいろんな仕事をされとる方もかなりおられる。

そういうことで、やはり屋外にスピーカーがあれば、少しでも災害に対

して早く情報が入ってくる、そういう対応も即座にできるというような

状況になるんじゃなかろうかというふうに私は思う。 

 火災の場合でも、やはり近くでそういうふうなことを聞けば、やじ馬

でなしに、行って何か手伝うことがありゃせんかとか、いうようなこと

もできると思うんですよ。室内におれば、それは情報として入るかもわ

かりませんけど、屋外だったらできんですよね。何があったんかいのう、

サイレンが聞こえて、おおこれどこが火事かいのう、というようなこと

では、やはり初期消火、まあ火事の場合だったらですよ。初期消火の対

応がおくれてくるというような状況にあると思う。 

 そういうのを一つでもなくするためにも、やはり屋外スピーカーを設
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置していただきたい。それがやはり市民にとってプラスになる、安心安

全なまちづくりにつながるんだろうと。そうすれば、定住対策、Ｉター

ン、Ｕターンの方でも、安芸高田市はこうなんだというようなこともあ

るだろうというふうに私は思います。 

 ただ、反対に屋外についたら、夜びゅーびゅーぶーぶー鳴ったらうる

さいとかいう声も聞きます。確かに。が、それはまあ少数の意見だろう

というふうに思いますけど、やはりそういうスピーカーがあることによ

って、安心をして暮らせるというのが私は一番だろうというふうに思い

ます。 

 私も議会報告会を個人的にではありますけど、八千代のほうでさせて

もらっとるんですが、そういう意見交換の中でも、そういう意見がどん

どん出てきます。何でつけん、今まであったのにから、何でつけんのん

やと、いうような声もたくさん聞きますんで、前にも聞いたかもわかり

ませんけど、これを費用経費的には24億云々って言われたんですけど、

私が言っとるのは、今まで八千代だったら屯所のところにスピーカーが

ついとったんですね。 

 そういう方向で、全員に知らすというのは無理かもわかりません。が

しかし、安芸高田市の屯所の数もだんだん少なくなってきとります。そ

ういう状況の中で、屯所にはホースかける柱が立っとるんですね。10メ

ーターぐらいの。それに設置をすれば、私は可能じゃなかろうかと。経

費もぐっと抑えられるというふうに思います。 

 今のお太助フォンは、今の屯所には必ずついとります。そこから屋外

スピーカーへ線で結べば、それが可能じゃなかろうかというふうに私は

思うんですが、まあ専門的な人にも少し聞いてみたんですが、そりゃあ

できるよというような話も聞いております。そういうところで、専門的

なことがわかる方で答弁をいただければお願いをいたします。 

○山 本 議 長  答弁を求めます。 

 総務部長 杉安明彦君。 

○杉安総務部長  ただいまの青原議員の再質問にお答えをいたします。 

 専門的なということになりますと、少し不足している部分もあろうか

と思いますが、まず先ほど議員も御指摘があったように、外に流す放送

が防災だけであれば、先ほど議員も御指摘があったように、皆さんの理

解は得られるというふうに思います。 

 ですが、例えばお悔やみであったり、いろんな一般情報がすべてまた

外に流すというのも、市民の皆さんにおかれては、いろんな意見がわか

れるところで、そういう放送まで常に聞くということはどうなんであろ

うかと。早朝であったり、夜であったりという部分がすべて外へ流れる

のがいかがなものであろうかという御意見も当然出てくるであろうと思

います。 

 技術的にその部分を分けることについての、正式な設計といいますか、

費用の積算というものは、まだしてはおりませんけれども、当然大もと
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で装置を改修するということになりますと、何千万円単位でかかるんで

はないかということは担当課から聞いております。 

 もう一つは、やはり防災情報でありますから、考えられるのは線を完

全に分けて、防災だけ流せるような仕組みをつくっていくという方法も

あるように聞いております。これにいたしますと、さらに費用が億の単

位になってくるということであります。 

 それと、先ほど議員も御指摘がありましたように、果たして屋外のス

ピーカーがいかほど効力を発揮するのか、先ほど御指摘もありましたよ

うに、広島市北部の豪雨災害では、ほとんど豪雨のときにはもう聞こえ

なかったというのが実情として報告されております。 

 それともう1点は、今議員御指摘の屯所の数でありますけれども、確

かに統廃合進んできておりまして、現在屯所の部分だけでいいますと、

39の屯所になります。比較的そういった屯所が住家に近いところにある

んであれば、その効力もいかほどか、はかれるというふうに思いますが、

先ほど議員も御指摘のように、皆さんには行き渡らない情報になってし

まうということもありますので、これらから総合的に考えますと、費用

を投資をしてどれだけの効果があるのかというのは、なかなか今の時点

ではそれを見つけることが難しいのかなというふうには思っております。 

 その部分に逆に力を入れるとするならば、屋内にいらっしゃるまだ安

全なときに、雨が余り多く降ってない時間帯に、安全な日中に自主的に

避難していただける仕組みを今取り組んでおりますので、そういったと

ころを徹底をさせていきたいというふうに今考えております。 

 以上でございます。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 青原敏治君。 

○青 原 議 員  あのですね、屯所は39カ所ですか。しかないんですよ。市全体でいう

と、39カ所じゃ全員の人には行き渡らんわけですよ。がしかし、これだ

けあればかなりの人が聞こえるじゃろうという思いは持っとるんです。 

 それと、豪雨のときに、雷や何かなって大雨のときには、中におって

んですよ。お太助フォンで十分助かる、聞けるんですよ。聞こえんかっ

たじゃないんですよ。中におるんだから。雨降りには。農作業できやせ

んじゃないですか。そういうことなんですよ。晴れた日に、いい天気の

日に中おりますか。農作業するじゃないですか。私はそこらを言いよる

んですよ。そのときにいち早く情報が入れば、対応ができるということ

なんです。 

 地震にしてもしかり、災害にしてもしかり、一緒だろうというふうに

私は思いますよ。だから、考えてください。技術的にはできんことはな

いと思いますよ。光ファイバー、ついとるじゃないですか。中国ブロー

ドバンドとよう協議をして、どうすりゃええか、ここだけの放送できん

かと協議されたんですか。私はしてないように思いますよ。技術的には

可能だというふうなことも聞いとりますよ。私は。どうなんですか、そ
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こらは。 

○山 本 議 長  答弁を求めます。 

 総務部長 杉安明彦君。 

○杉安総務部長  防災担当の総務部として、中国ブロードバンドサービスと正式にそう

いったことの協議をしてはおりません。私が今の先ほど答弁させていた

だいた内容につきましては、企画振興部の政策企画課の担当課長と話を

して、聞いたことで答えをさせていただきました。 

 まあ、39カ所でもつければいいのではないかという御意見でございま

すが、それに対しましても費用がかかってくるものでございますので、

確かにそのことによって効果があるのかどうかというのは、やはり行政

としては検証しながら対応すべきであろうというふうに思います。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 青原敏治君。 

○青 原 議 員  20何億かけてやれと言うとりゃせんですよ、私は。その24分の1でも

いいですよ。多分できると思いますよ。試算はしとらんですけど。 

 今までこの同じような質問してですよ。市長さんの答弁は、中国ブロ

ードバンドとも協議をするということを言われとるんですよ。まだ1回

もしてない。どういうことなんですか、それは。 

 私が言いよるんじゃないですよ、これは。市民の方が言いよるから、

私が代弁しよるだけですよ。そうじゃないですか。一般質問いうのはそ

ういうもんじゃないですか。私はそういうふうに思うとりますよ。我々

市民の代表で出とるんです。市民から言われりゃ、そういうふうに言い

ますよ。 

 というふうに私は思うんですが、今まで協議してないという。ほいじ

ゃこれからどうするんですか。協議しますか。答えてください。 

○山 本 議 長  答弁を求めます。 

 企画振興部長 西岡保典君。 

○西岡企画振興部長  これまでも同様の質問をいただいておりますが、そのたびに協議をす

るという部分で終わっとるようでございますが、現在把握しております

部分につきましては、別路線の部分での検討という部分での方法と金額

を検討させてもろうとります。 

 単純に、屯所の部分へお太助フォンがつながっているから、それを情

報だけを取り出せばよろしいという部分では、かなり難しい部分がある

という部分は確認しております。ですが、実際にできるかどうかという

そいういった部分の積算等については、現在しておりませんので、検討

についてはしてまいりたいと思っております。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 青原敏治君。 

○青 原 議 員  今まで何回となくこの質問しとりますよね。あれは何だったんですか、

それじゃあ。今になってやっとそういう答弁が出てきとるんですよ。今

までのは何だったんですか。おかしいことないですか、それは。どう思
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うてですか、市長。 

○山 本 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  御質問の趣旨もよくわかるんで、今もしたように、うちのいろんな検

討の仕方が甘かったと言えばそうなんですけど、今後そういうことを踏

まえながら、データ踏まえて、次の展開をまた御相談したいと。今ブロ

ードバンドと言いましたけど、いろんなのあるんで、国交省とかもある

んで、いろいろなところと相談しながら、こういう方法だったらこんだ

けかかりますよと。それを踏まえて皆様方に判断してもらうということ

にしたいと思いますので、ちょっと時間をもらいたいと思います。 

 ちょっと気に入らんかもわからんけど、今はそういうことをお約束し

たいと思います。 

○山 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 青原敏治君。 

○青 原 議 員  消防の防災も防災無線もできとるんですよね。そのときになぜ考えて

もらえんかったかという思いもしております。ただ、今市長さんのほう

から前向きな答弁をいただきましたので、これを機にまた同じ質問をす

るかもわかりませんけど、そのときにはまた進捗状況など、お伺いをし

たいというふうに思います。できれば、これを実現していただきたいと

いうふうに願って、私の質問を終わります。 

○山 本 議 長  以上で、青原敏治君の質問を終わります。 

 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 次回は、あす午前10時から再開いたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 御苦労さまでした。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後 ３時３０分 散会 
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